
Ｐ２
Ｐ３～６
Ｐ８～10
Ｐ11～12
Ｐ13
Ｐ15

各議員の新年の抱負…………………
２つの臨時会と12月定例会………
一般質問（６人）……………………
東北視察と厚労省陳情 ………………
区長会と議会の対話…………………
マイタウン……………………………

菊陽町議会フェイスブック
携帯電話で上記の 2次元コード
を読み取るとアクセスできます。

主な内容

2017.２

No.90 （題字：菊陽南小学校　六年　江藤 菜々美さん）（題字：菊陽南小学校　六年　江藤 菜々美さん）



本年は復興の年！反転攻勢の年！様々な問題を解消し引き続き議会改革に取り組みます。
渡辺 裕之

通年議会の実現を通
して、

自主・自立・開かれ
た議会

をめざします。
甲斐 榮冶

「暮らし、生業を大切に復
旧・復興を」国の制度とし
て被災者支援の充実を求め
ます。

小林 久美子

残された時間を震
災復旧・

復興支援並びに町民
皆様の

声・要望を全力で町
政に届

けます。
坂本 秀則

精力善用　自他共栄
共にすすみましょう。

佐々木 理美子

①仮設・みなし仮設住宅の皆様
　の復興に向けたサポート
②子育て支援
　・学童保育の充実
　・病児保育の実現

西本 友春　

町の復旧・復興と更なる繁栄
を図り、さらに議会の信頼の
回復へ全力を尽くします。

北山 正樹

今やるべき事を提
言し、未来

に繋げます。

①病児、病後児保
育の充実

②誰もが集う総合体
育館の新設

那須 眞理子

初心を忘れず、皆様の声をお聴きしながら安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。
大久保 輝

農業振興、防災
対策、通学路

の安全性など
あらゆる観点

から物事を考
え１年間頑張

ります。 阪本 俊浩

危機管理及び安全対策につい

て、さらに調査研究し安全安

心のまちの実現を目指します。

中岡 敏博

みんなのためになる！
町民のために町のために議
員としての職責を果たす。

川俣 鐵也

①定住促進、地域コミュニティ
の充実・育成

②信頼される議会

吉山 哲也

議会基本条
例の実行が

、

全ての「ま
ちづくり」

に

つながる強
い想いで活

動

する！
大塚 昇

「いつ来ても新しいまち・い
つ来ても懐かしいまち」を
感じて頂ける、まちづくり
につとめて参ります。

  本 孝寿

①子育て支援として
　・待機児童の解消
　・学童保育の充実
②高齢者の孤立化の防止に取り
　組みます。

　　　石原 武義

執行部と一定の距離はおくが、
車の両輪の如く責任と信頼を
もって、明日を耕す。

上田 茂政

10年後、20年後の菊陽町の

あるべき姿を見据え、当面す

る町の課題に着実に取り組む。

岩下 和高

新年の抱負
今年もよろしくお願いします
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◇
議
案
第
44
号
　

菊
陽
町
飲
酒
運
転
撲
滅
に
関

す
る
条
例

提
案
理
由

総
務
課
長
　
菊
陽
町
町
民
参

画
・
協
働
推
進
条
例
に
基
づ

く
政
策
提
案
書
が
８
月
24
日

に
提
出
さ
れ
、
町
民
参
画
推

進
本
部
で
採
用
を
決
定
し
、

条
例
案
を
策
定
し
た
。

　
本
条
例
案
は
、Ｈ
18
年
福

岡
県
で
３
人
の
子
ど
も
が
亡

く
な
っ
た
飲
酒
運
転
事
故
か

ら
10
年
が
経
っ
た
今
も
同
事

故
が
減
ら
ず
、
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

町
・
町
民
及
び
事
業
者
が
一

体
と
な
っ
て
、
飲
酒
運
転
を

し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ

な
い
と
い
う
意
識
を
徹
底
さ

せ
、
安
心
・
安
全
の
町
民
生

活
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
で

あ
る
。

質
疑
応
答　
省
略
。

討
論　
な
し
。

採
決　
全
員
賛
成
で
可
決
。

◇
議
案
第
45
号
　

菊
陽
町
平
成
28
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

提
案
理
由

財
政
課
長
　
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
に
１
億
１
，
３
９
３

万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
１
６
５
億

９
，
７
１
８
万
３
，
０
０
０

円
と
定
め
る
。
　
　
　
　
　

　
主
な
補
正
は
、
災
害
等
廃

棄
物
処
理
事
業
の
地
方
債
限

度
額
を
３
億
５
，
９
１
０
万

円
増
額
し
、
地
方
交
付
税
を

２
億
２
１
７
万
円
減
額
す
る

等
で
あ
る
。
　

質
疑
応
答

小
林　
復
旧
事
業
の
た
め
の

起
債
の
額
、
解
体
の
進
捗
状

況
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
残

高
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

財
政
課
長
　
災
害
復
旧
債
は

９
億
５
，
０
９
０
万
円
。
臨

時
財
政
対
策
債
の
Ｈ
28
年
度

末
残
高
の
見
込
み
は
、
56
億

６
，
７
９
８
万
４
，
０
０
０

円
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

環
境
生
活
課
長
　
公
費
解
体

の
申
請
件
数
は
、
10
月
14
日

の
段
階
で
、
住
家
１
６
９
世

帯
、非
住
家
75
世
帯
で
あ
る
。

進
捗
状
況
は
、
住
家
９
．

５
％
、
非
住
家
２
．
７
％
、

自
費
解
体
を
含
め
る
と
14
％

で
あ
る
。

　
全
壊
家
屋
に
つ
い
て
は
解

体
に
２
週
間
か
ら
１
ヵ
月
を

要
し
て
い
る
。
半
壊
家
屋
は

こ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら

な
い
が
、
事
業
完
了
は
来
年

の
夏
以
降
に
な
る
見
通
し
で

あ
る
。

討
論　
な
し
。

採
決　
全
員
賛
成
で
可
決
。

第 3 回
臨時会

飲
酒
運
転
は
し
な
い
、さ
せ
な
い
、許
さ
な
い

〜
撲
滅
条
例
な
ど
を
可
決
〜

10
月
24
日
、
第
３
回
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
、
２
議
案
と
１
同
意
事
項
を
審
議
。
い
ず
れ
も

全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
３
号
　

菊
陽
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定

に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
①
臨
時
会
の
招
集
は

私
他
４
人
の
賛
同
を
得
て
町

長
に
請
求
し
た
。②
議
会
の

問
題
解
決
は
議
会
の
発
議
で

行
う
べ
き
と
い
う
考
え
方
で

臨
時
会
開
催
を
請
求
し
た
。

③
３
つ
の
案
件
は
一
刻
も
早

く
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。④
坂
本
秀
則
議
員
の
辞

職
を
求
め
る
声
は
根
強
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
の
取

り
組
み
は
不
十
分
で
あ
り
、

議
会
不
信
の
声
と
な
っ
て
い

る
。⑤
こ
の
間
、
石
原
武
義

議
員
が
酒
の
に
お
い
を
さ
せ

て
委
員
会
に
出
て
く
る
と
い

う
事
件
も
発
生
し
た
。⑥
こ

れ
ら
の
こ
と
に
対
処
す
る
に

は
、
地
方
自
治
法
に
は
不
備

が
あ
る
。
同
法
第
14
条
（
法

令
の
範
囲
内
で
条
例
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
）
に
基
づ

い
て
改
正
案
を
提
出
す
る
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
辞
職
勧
告
と
正
副
議

長
不
信
任
の
発
議
は
、
理
由

を
付
け
て
２
名
の
賛
成
者
と

連
署
し
て
議
長
に
提
出
。

（２）
酒
気
を
帯
び
た
者
は
議
場

に
入
る
こ
と
を
禁
止
。

（３）
右
の
場
合
、
議
長
は
当
該

者
に
退
場
を
命
じ
る
。

以
上
を
付
け
加
え
る
。
　
　

質
疑

小
林　
①
正
副
議
長
不
信
任

決
議
は
現
行
規
則
で
で
き
る
。

新
た
に
付
け
加
え
る
必
要
は

な
い
の
で
は
。②
酒
気
を
帯
び

た
者
が
議
場
に
入
れ
な
い
の

は
当
然
。
規
則
に
書
き
込
む

必
要
は
な
い
の
で
は
。

甲
斐
　
③
飲
酒
や
飲
酒
運
転

事
件
が
提
案
の
背
景
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
正

副
議
長
の
不
信
任
決
議
条
項

提
案
に
つ
な
が
る
の
か
。

④
地
方
自
治
法
は
条
例
よ
り

上
位
法
で
あ
る
。
自
治
法
の

不
備
を
条
例
で
補
え
る
の

か
。⑤
条
例
や
規
則
を
整
備

す
る
時
に
は
上
位
法
や
他
の

法
令
と
の
関
係
を
冷
静
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

の
点
ど
う
か
。⑥
11
月
25
日

の
全
員
協
議
会
で
副
町
長
が

議
会
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
対
案
ま
で
示
し
た
の
は
議

会
へ
の
介
入
に
当
た
る
。
本

日
の
提
案
は
原
案
と
違
っ
て
、

ほ
ぼ
副
町
長
が
示
し
た
案
文

だ
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

吉
山
　
⑦
自
治
法
の
不
備
が

あ
る
場
合
、「
条
例
で
上
乗

第４回
臨時会  議会関連２条例１規則を一部変更

～賛否両論あるも可決～

提案内容
坂田和明（曲手在住）氏と村柗陽子氏（津久礼在住）
を菊陽町教育委員会委員に任命するにつき、議会の
同意を求める。
質疑及び討論　なし。　採決　全員賛成で同意。

せ
す
る
」
と
い
う
表
現
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
治
法

の
範
囲
を
超
え
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
。⑧
一
時
的

な
目
的
の
た
め
に
、
条
例
や

規
則
を
簡
単
に
変
え
れ
ば
、

将
来
に
禍
根
を
残
す
の
で
は

な
い
か
。

答
弁

北
山
　
①
自
治
法
に
不
備
が

あ
る
の
で
、
会
議
規
則
で
規

制
し
た
。②
明
記
す
る
こ
と

で
決
意
を
表
わ
し
た
。③
飲

酒
関
連
事
件
と
直
接
の
関
係

は
な
い
。④
法
の
不
備
に
上

乗
せ
規
制
あ
る
い
は
横
出
し

規
制
を
か
け
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
る
。⑤
今
抱
え
て

い
る
問
題
の
解
決
を
一
刻
も

早
く
と
考
え
た
。⑥
提
案
は

行
政
側
に
認
め
て
も
ら
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
事
前
協

議
を
し
た
結
果
だ
。⑦
提
案

は
自
治
法
の
範
囲
内
で
あ

る
。⑧
一
時
的
で
あ
れ
今
回

の
不
祥
事
問
題
を
解
決
で
き

れ
ば
、
町
民
の
賛
同
は
得
ら

れ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　
地
方
自
治
法
で
正
副

議
長
の
任
期
は
４
年
と
定
め

て
あ
る
。
不
信
任
発
議
は
現

行
規
則
で
も
で
き
る
。
提
案

に
は
根
拠
が
な
い
。

吉
山
　
不
信
任
発
議
は
現
行

規
則
で
で
き
る
し
、
議
長
に

よ
る
退
出
命
令
は
現
行
規
則

の
秩
序
保
持
権
で
十
分
。

　
酒
気
を
帯
び
て
公
的
会
合

に
出
席
で
き
な
い
の
は
何
人

に
も
共
通
す
る
倫
理
。
会
議

規
則
に
明
記
の
必
要
は
な
い
。

𠮷
𠮷
　「
酒
気
を
帯
び
た
者
」

と
い
う
規
定
は
基
準
が
曖
昧

で
あ
る
。
も
っ
と
時
間
を
か

け
て
討
論
す
べ
き
だ
。

甲
斐
　
現
正
副
議
長
は
、
今

回
の
飲
酒
に
関
わ
る
事
案
の

解
決
に
は
法
令
の
範
囲
で
で

き
る
こ
と
を
目
一
杯
や
っ
て

き
た
。
今
こ
の
改
定
案
が
出

さ
れ
た
理
由
が
不
可
解
だ
。

し
か
も
下
級
官
庁
を
拘
束
す

る
行
政
実
例
で
は
、「
会
議
規

則
に
正
副
議
長
の
不
信
任
議

決
を
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、

仮
に
規
定
す
れ
ば
違
法
で
あ

る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

《
賛
成
討
論
》

岩
下
　
２
人
の
議
員
の
飲
酒

に
関
す
る
不
祥
事
で
町
民
の

議
会
へ
の
信
頼
は
な
く
な
っ

て
い
る
。
会
議
規
則
の
一
部

改
正
は
議
会
、
議
員
を
厳
し

く
律
し
、
信
頼
を
回
復
す
る

第
一
歩
で
あ
る
。

阪
𠮷
俊
浩
　「
議
員
は
品
位

を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
則
に
あ
る
が
、
飲

酒
に
よ
る
不
祥
事
は
何
度
も

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
飲
酒

関
連
２
項
目
の
追
加
は
当
然

で
あ
る
。

西
𠮷
　
全
国
的
に
議
員
や
議

長
の
不
祥
事
で
議
会
が
紛
糾

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。
明
文
化
し

た
方
が
よ
い
。
飲
酒
関
連
事

項
の
追
加
は
戒
め
を
含
め
て

問
題
は
な
い
。

大
久
保
　
行
政
実
例
は
、
意

見
表
明
、
解
釈
の
一
つ
だ
。

違
法
と
断
言
す
べ
き
で
は
な

い
。
飲
酒
に
関
し
て
は
、
あ

え
て
明
文
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
背
景
が
あ
っ
た
。
追

加
は
す
べ
き
で
あ
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
４
号
　

菊
陽
町
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
地
方
自
治
法
の
不
備

を
補
う
べ
く
、
飲
酒
状
態
の

議
員
が
委
員
会
に
出
席
す
る

の
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
際
の
措
置
を
定
め
る
項

目
を
追
加
す
る
。

改
定
の
要
点

酒
気
な
ど
を
帯
び
て
委
員
会

に
出
席
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

委
員
長
は
当
該
委
員
に
退
出

を
命
じ
る
こ
と
を
明
文
化
。

質
疑

吉
山
「
酒
気
な
ど
」
の
「
な

ど
」
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

答
弁

北
山
　
薬
物
な
ど
議
員
と
し

て
の
仕
事
が
で
き
な
い
状
態

に
陥
ら
せ
る
も
の
の
意
味
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
地
方
自
治
法
の
不

備
を
補
う
」は
問
題
で
あ
る
。

当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
条
例
に
書
く
必
要
は

な
い
。

甲
斐
　
委
員
長
の
議
場
整
理

権
限
で
十
分
対
処
で
き
る
。

提
案
内
容
は
申
し
合
わ
せ
事

項
相
当
で
あ
る
。

吉
山
　「
な
ど
」
を
条
文
に

使
う
と
、
拡
大
解
釈
に
つ
な

が
る
懸
念
が
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

佐
々
木
　
本
来
は
不
要
な
文

言
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
議

員
が
い
る
か
ら
明
文
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
将
来
は
今
回

追
加
す
る
部
分
を
削
除
で
き

る
こ
と
を
願
う
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
５
号
　

菊
陽
町
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
議
員
に
高
い
行
動
規

範
を
求
め
、
品
位
と
名
誉
を

損
な
う
行
為
に
つ
い
て
倫
理

基
凖
に
明
文
化
す
る
。
そ
れ

に
違
反
し
た
場
合
の
議
会
の

判
断
と
講
ず
べ
き
措
置
及
び

違
反
者
の
責
務
に
関
す
る
事

項
を
追
加
す
る
も
の
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
は
率
先
し
て
よ
り
高

い
行
動
規
範
を
守
る
こ
と
を

義
務
付
け
る
。

（２）
議
員
は
そ
の
品
位
や
名
誉

を
損
な
い
、
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
切
の

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（３）
違
反
者
に
は
地
方
自
治
法

第
１
３
４
条
及
び
第
１
３
５
条

【
罰
則
規
定
】
を
適
用
す
る
。

質
疑
応
答
　
北
山
＝
答
弁

小
林
　「
一
切
の
行
為
」
に

つ
い
て
は
、
立
場
に
よ
っ
て

解
釈
が
変
わ
り
一
致
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
。
本
町
の

場
合
は
第
３
者
の
入
ら
な
い

倫
理
条
例
な
の
で
、
議
員
が

自
分
た
ち
だ
け
で
違
反
の
有

無
を
判
断
す
る
の
だ
か
ら
、

「
一
切
の
行
為
」
と
い
う
の

は
漠
然
と
し
過
ぎ
て
公
平
な

判
断
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。

北
山
　
９
人
の
委
員
が
判
断

す
る
の
だ
か
ら
、
恣
意
的
に

に
は
な
ら
な
い
。
遵
守
事
項

を
個
別
に
あ
げ
て
規
制
を
し

て
も
、
記
載
の
な
い
違
反
が

出
て
き
た
時
に
そ
れ
を
規
制

で
き
な
い
。
網
の
目
を
す
り

抜
け
さ
せ
な
い
た
め
に
包
括

的
規
制
と
し
た
。
議
員
の
良

識
の
問
題
で
あ
る
。

甲
斐
　
地
方
自
治
法
の
罰
則

規
定
の
対
象
は
、議
場
内（
議

会
の
公
的
会
議
場
内
）
の
不

整
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
議

員
が
職
務
権
限
を
行
使
し
て

主
に
議
場
外
で
行
う
違
反
行

為
を
規
制
す
る
政
治
倫
理
条

例
に
、
自
治
法
第
１
３
４
条

及
び
第
１
３
５
条
の
罰
則
は

適
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
。
政
治
倫
理
条
例
を
ど
の

よ
う
な
性
質
の
も
の
と
考
え

て
い
る
か
。

　
目
前
の
問
題
解
決
の
た
め

の
改
定
が
数
年
後
に
拡
大
解

釈
さ
れ
る
危
険
性
は
な
い
か
。

　
ま
た
辞
職
勧
告
に
法
的
拘

束
力
が
な
い
こ
と
を
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

北
山
　
議
員
に
対
す
る
辞
職

勧
告
に
は
法
的
拘
束
力
が
な

い
。
こ
れ
は
自
治
法
の
欠
落

部
分
で
あ
る
。

　
議
員
の
職
務
と
関
係
な
い

不
祥
事
に
は
、
議
会
の
多
数

意
見
を
突
き
つ
け
る
。
罰
則

を
適
用
す
る
か
否
か
は
そ
の

時
の
倫
理
委
員
会
、
あ
る
い

は
議
会
の
判
断
と
い
う
こ
と

に
し
た
い
。
実
際
に
除
名
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な

く
、
明
文
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
不
祥
事
の
予
防
を
意

図
し
て
い
る
。

　
仮
に
改
定
さ
れ
た
条
例
が

適
用
さ
れ
て
処
罰
を
受
け
た

場
合
も
、
当
該
議
員
に
は
上

級
庁
へ
の
訴
え
や
司
法
判
断

の
道
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
拡
大
解
釈
の
危
険
に
つ
い

て
は
議
員
の
良
識
を
信
じ
る
。

吉
山
　
改
定
の
要
点
に
あ
る

（１）
、
（２）
は
現
行
の
第
２
条
に

あ
る
。
第
４
条
に
改
た
め
て

付
け
加
え
た
意
味
は
。
第
15

条
の
職
務
関
連
犯
罪
に
よ
る

有
罪
確
定
後
の
措
置
は
、
現

行
第
16
条
の
方
が
明
確
で
分

か
り
や
す
い
。
自
治
法
第
１

３
４
条
、
第
１
３
５
条
の
適

用
を
含
む
改
定
案
第
15
条
全

体
の
関
係
性
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。

北
山
　
政
治
倫
理
基
準
を
規

定
し
て
い
る
第
４
条
に
載
せ

な
い
と
倫
理
違
反
の
俎
上
に

乗
ら
な
い
。

　
現
行
法
で
は
、
倫
理
違
反

を
し
た
議
員
に
対
す
る
議
会

の
措
置
が
先
に
き
て
、
次
に

議
員
の
進
退
が
き
て
い
る
。

辞
職
し
な
か
っ
た
議
員
に
対

し
て
議
会
の
多
数
決
に
よ
る

処
罰
の
決
議
を
す
る
順
序
に

変
え
る
内
容
で
あ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
一
切
の
行
為
」
と
は

議
場
内
か
外
か
、
具
体
的
に

何
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
。

解
釈
次
第
で
幅
が
あ
り
過
ぎ

る
内
容
は
問
題
で
あ
る
。
懲

罰
や
辞
職
を
扱
う
な
ら
ば
、

条
例
全
体
を
見
直
し
、
第
３

者
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

大
塚
　
問
題
や
課
題
が
生
じ

た
時
に
条
例
の
制
定
や
改
定

を
行
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
議
会
に
関
す
る
条
例
に

つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
め

ざ
し
て
全
員
協
議
会
な
ど
で

論
議
を
尽
す
べ
き
。
僅
差
の

成
立
で
は
実
効
性
が
薄
い
。

　
議
長
に
事
前
相
談
の
な
い

今
回
の
臨
時
会
招
集
、
条
文

の
提
案
は
、
手
順
の
不
備
で

あ
る
。

吉
山
　
改
定
し
な
く
て
も
現

行
法
の
運
用
で
対
応
で
き

る
。
改
定
案
の
各
条
項
は
、

倫
理
条
例
の
構
成
、
方
向
性

か
ら
し
て
無
理
が
あ
る
。

𠮷
𠮷
　
政
治
に
携
わ
る
者
は

高
い
倫
理
と
そ
れ
に
基
づ
く

行
為
基
準
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
倫
理
上

の
問
題
で
あ
る
。
政
治
倫
理

条
例
は
懲
罰
を
以
て
倫
理
を

強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。

甲
斐
　「
一
切
の
行
為
」と
い

う
漠
然
と
し
た
規
定
は
拡
大

解
釈
の
危
険
を
は
ら
み
将
来

に
禍
根
を
残
す
。

　
条
例
の
倫
理
基
準
の
遵
守

は
努
力
義
務
に
止
ま
り
、
制

裁
規
定
を
定
め
る
べ
き
で
は

な
い
。
政
治
倫
理
条
例
は
情

報
公
開
制
度
の
一
環
で
あ

り
、
公
開
さ
れ
た
審
査
結
果

で
被
請
求
議
員
の
処
置
を
決

め
る
の
は
有
権
者
で
あ
る
。

　
自
治
法
の
罰
則
規
定
を
本

条
例
で
適
用
す
る
こ
と
は
、

違
法
で
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

上
田
　
今
回
の
政
治
倫
理
条

例
の
一
部
改
定
の
内
容
は
、

議
員
た
る
も
の
は
高
い
倫
理

観
を
持
っ
て
、
政
治
倫
理
基

準
を
守
ら
な
い
者
に
は
懲
罰

を
科
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
改
定
を
以
て
、
町

民
の
不
信
を
な
く
し
、
信
頼

を
取
り
戻
す
第
一
歩
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
𠮷
　
改
定
は
議
員
が
政
治

倫
理
基
準
を
守
る
義
務
や
被

請
求
議
員
の
責
務
と
議
会
の

措
置
の
範
囲
を
明
文
化
す
る

も
の
で
あ
る
。
条
例
に
不
足

が
あ
る
か
ら
付
け
加
え
る
べ

き
。
改
定
案
が
成
立
す
れ
ば

最
高
の
懲
罰
は
「
除
名
」
に

な
る
が
、
不
服
な
ら
司
法
判

断
の
道
も
あ
る
。

　
改
定
は
町
民
の
声
に
応
え

る
も
の
で
あ
る
。

那
須
　
文
書
化
し
、
明
確
に

し
て
町
民
に
知
ら
し
め
る
こ

と
が
大
事
。
議
員
は
襟
を
正

す
必
要
が
あ
る
。

大
久
保
　
昨
年
６
月
か
ら
１

年
半
が
経
過
し
た
。
議
会
は

町
民
の
声
に
応
え
て
い
な
い
。

　
改
定
案
が
違
法
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
議
員
の
３
分
の

２
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
４

分
の
３
以
上
の
同
意
が
な
け

れ
ば
、
除
名
に
は
な
ら
な
い

の
で
懲
罰
の
濫
発
は
な
い
と

考
え
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

むら まつ
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◇
発
議
第
３
号
　

菊
陽
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定

に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
①
臨
時
会
の
招
集
は

私
他
４
人
の
賛
同
を
得
て
町

長
に
請
求
し
た
。②
議
会
の

問
題
解
決
は
議
会
の
発
議
で

行
う
べ
き
と
い
う
考
え
方
で

臨
時
会
開
催
を
請
求
し
た
。

③
３
つ
の
案
件
は
一
刻
も
早

く
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。④
坂
本
秀
則
議
員
の
辞

職
を
求
め
る
声
は
根
強
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
の
取

り
組
み
は
不
十
分
で
あ
り
、

議
会
不
信
の
声
と
な
っ
て
い

る
。⑤
こ
の
間
、
石
原
武
義

議
員
が
酒
の
に
お
い
を
さ
せ

て
委
員
会
に
出
て
く
る
と
い

う
事
件
も
発
生
し
た
。⑥
こ

れ
ら
の
こ
と
に
対
処
す
る
に

は
、
地
方
自
治
法
に
は
不
備

が
あ
る
。
同
法
第
14
条
（
法

令
の
範
囲
内
で
条
例
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
）
に
基
づ

い
て
改
正
案
を
提
出
す
る
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
辞
職
勧
告
と
正
副
議

長
不
信
任
の
発
議
は
、
理
由

を
付
け
て
２
名
の
賛
成
者
と

連
署
し
て
議
長
に
提
出
。

（２）
酒
気
を
帯
び
た
者
は
議
場

に
入
る
こ
と
を
禁
止
。

（３）
右
の
場
合
、
議
長
は
当
該

者
に
退
場
を
命
じ
る
。

以
上
を
付
け
加
え
る
。
　
　

質
疑

小
林　
①
正
副
議
長
不
信
任

決
議
は
現
行
規
則
で
で
き
る
。

新
た
に
付
け
加
え
る
必
要
は

な
い
の
で
は
。②
酒
気
を
帯
び

た
者
が
議
場
に
入
れ
な
い
の

は
当
然
。
規
則
に
書
き
込
む

必
要
は
な
い
の
で
は
。

甲
斐
　
③
飲
酒
や
飲
酒
運
転

事
件
が
提
案
の
背
景
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
正

副
議
長
の
不
信
任
決
議
条
項

提
案
に
つ
な
が
る
の
か
。

④
地
方
自
治
法
は
条
例
よ
り

上
位
法
で
あ
る
。
自
治
法
の

不
備
を
条
例
で
補
え
る
の

か
。⑤
条
例
や
規
則
を
整
備

す
る
時
に
は
上
位
法
や
他
の

法
令
と
の
関
係
を
冷
静
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

の
点
ど
う
か
。⑥
11
月
25
日

の
全
員
協
議
会
で
副
町
長
が

議
会
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
対
案
ま
で
示
し
た
の
は
議

会
へ
の
介
入
に
当
た
る
。
本

日
の
提
案
は
原
案
と
違
っ
て
、

ほ
ぼ
副
町
長
が
示
し
た
案
文

だ
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

吉
山
　
⑦
自
治
法
の
不
備
が

あ
る
場
合
、「
条
例
で
上
乗

せ
す
る
」
と
い
う
表
現
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
治
法

の
範
囲
を
超
え
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
。⑧
一
時
的

な
目
的
の
た
め
に
、
条
例
や

規
則
を
簡
単
に
変
え
れ
ば
、

将
来
に
禍
根
を
残
す
の
で
は

な
い
か
。

答
弁

北
山
　
①
自
治
法
に
不
備
が

あ
る
の
で
、
会
議
規
則
で
規

制
し
た
。②
明
記
す
る
こ
と

で
決
意
を
表
わ
し
た
。③
飲

酒
関
連
事
件
と
直
接
の
関
係

は
な
い
。④
法
の
不
備
に
上

乗
せ
規
制
あ
る
い
は
横
出
し

規
制
を
か
け
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
る
。⑤
今
抱
え
て

い
る
問
題
の
解
決
を
一
刻
も

早
く
と
考
え
た
。⑥
提
案
は

行
政
側
に
認
め
て
も
ら
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
事
前
協

議
を
し
た
結
果
だ
。⑦
提
案

は
自
治
法
の
範
囲
内
で
あ

る
。⑧
一
時
的
で
あ
れ
今
回

の
不
祥
事
問
題
を
解
決
で
き

れ
ば
、
町
民
の
賛
同
は
得
ら

れ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　
地
方
自
治
法
で
正
副

議
長
の
任
期
は
４
年
と
定
め

て
あ
る
。
不
信
任
発
議
は
現

行
規
則
で
も
で
き
る
。
提
案

に
は
根
拠
が
な
い
。

吉
山
　
不
信
任
発
議
は
現
行

規
則
で
で
き
る
し
、
議
長
に

よ
る
退
出
命
令
は
現
行
規
則

の
秩
序
保
持
権
で
十
分
。

　
酒
気
を
帯
び
て
公
的
会
合

に
出
席
で
き
な
い
の
は
何
人

に
も
共
通
す
る
倫
理
。
会
議

規
則
に
明
記
の
必
要
は
な
い
。

𠮷
𠮷
　「
酒
気
を
帯
び
た
者
」

と
い
う
規
定
は
基
準
が
曖
昧

で
あ
る
。
も
っ
と
時
間
を
か

け
て
討
論
す
べ
き
だ
。

甲
斐
　
現
正
副
議
長
は
、
今

回
の
飲
酒
に
関
わ
る
事
案
の

解
決
に
は
法
令
の
範
囲
で
で

き
る
こ
と
を
目
一
杯
や
っ
て

き
た
。
今
こ
の
改
定
案
が
出

さ
れ
た
理
由
が
不
可
解
だ
。

し
か
も
下
級
官
庁
を
拘
束
す

る
行
政
実
例
で
は
、「
会
議
規

則
に
正
副
議
長
の
不
信
任
議

決
を
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、

仮
に
規
定
す
れ
ば
違
法
で
あ

る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

《
賛
成
討
論
》

岩
下
　
２
人
の
議
員
の
飲
酒

に
関
す
る
不
祥
事
で
町
民
の

議
会
へ
の
信
頼
は
な
く
な
っ

て
い
る
。
会
議
規
則
の
一
部

改
正
は
議
会
、
議
員
を
厳
し

く
律
し
、
信
頼
を
回
復
す
る

第
一
歩
で
あ
る
。

阪
𠮷
俊
浩
　「
議
員
は
品
位

を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
則
に
あ
る
が
、
飲

酒
に
よ
る
不
祥
事
は
何
度
も

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
飲
酒

関
連
２
項
目
の
追
加
は
当
然

で
あ
る
。

西
𠮷
　
全
国
的
に
議
員
や
議

長
の
不
祥
事
で
議
会
が
紛
糾

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。
明
文
化
し

た
方
が
よ
い
。
飲
酒
関
連
事

項
の
追
加
は
戒
め
を
含
め
て

問
題
は
な
い
。

大
久
保
　
行
政
実
例
は
、
意

見
表
明
、
解
釈
の
一
つ
だ
。

違
法
と
断
言
す
べ
き
で
は
な

い
。
飲
酒
に
関
し
て
は
、
あ

え
て
明
文
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
背
景
が
あ
っ
た
。
追

加
は
す
べ
き
で
あ
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
４
号
　

菊
陽
町
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
地
方
自
治
法
の
不
備

を
補
う
べ
く
、
飲
酒
状
態
の

議
員
が
委
員
会
に
出
席
す
る

の
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
際
の
措
置
を
定
め
る
項

目
を
追
加
す
る
。

改
定
の
要
点

酒
気
な
ど
を
帯
び
て
委
員
会

に
出
席
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

委
員
長
は
当
該
委
員
に
退
出

を
命
じ
る
こ
と
を
明
文
化
。

質
疑

吉
山
「
酒
気
な
ど
」
の
「
な

ど
」
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

答
弁

北
山
　
薬
物
な
ど
議
員
と
し

て
の
仕
事
が
で
き
な
い
状
態

に
陥
ら
せ
る
も
の
の
意
味
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
地
方
自
治
法
の
不

備
を
補
う
」は
問
題
で
あ
る
。

当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
条
例
に
書
く
必
要
は

な
い
。

甲
斐
　
委
員
長
の
議
場
整
理

権
限
で
十
分
対
処
で
き
る
。

提
案
内
容
は
申
し
合
わ
せ
事

項
相
当
で
あ
る
。

吉
山
　「
な
ど
」
を
条
文
に

使
う
と
、
拡
大
解
釈
に
つ
な

が
る
懸
念
が
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

佐
々
木
　
本
来
は
不
要
な
文

言
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
議

員
が
い
る
か
ら
明
文
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
将
来
は
今
回

追
加
す
る
部
分
を
削
除
で
き

る
こ
と
を
願
う
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
５
号
　

菊
陽
町
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
議
員
に
高
い
行
動
規

範
を
求
め
、
品
位
と
名
誉
を

損
な
う
行
為
に
つ
い
て
倫
理

基
凖
に
明
文
化
す
る
。
そ
れ

に
違
反
し
た
場
合
の
議
会
の

判
断
と
講
ず
べ
き
措
置
及
び

違
反
者
の
責
務
に
関
す
る
事

項
を
追
加
す
る
も
の
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
は
率
先
し
て
よ
り
高

い
行
動
規
範
を
守
る
こ
と
を

義
務
付
け
る
。

（２）
議
員
は
そ
の
品
位
や
名
誉

を
損
な
い
、
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
切
の

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（３）
違
反
者
に
は
地
方
自
治
法

第
１
３
４
条
及
び
第
１
３
５
条

【
罰
則
規
定
】
を
適
用
す
る
。

質
疑
応
答
　
北
山
＝
答
弁

小
林
　「
一
切
の
行
為
」
に

つ
い
て
は
、
立
場
に
よ
っ
て

解
釈
が
変
わ
り
一
致
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
。
本
町
の

場
合
は
第
３
者
の
入
ら
な
い

倫
理
条
例
な
の
で
、
議
員
が

自
分
た
ち
だ
け
で
違
反
の
有

無
を
判
断
す
る
の
だ
か
ら
、

「
一
切
の
行
為
」
と
い
う
の

は
漠
然
と
し
過
ぎ
て
公
平
な

判
断
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。

北
山
　
９
人
の
委
員
が
判
断

す
る
の
だ
か
ら
、
恣
意
的
に

に
は
な
ら
な
い
。
遵
守
事
項

を
個
別
に
あ
げ
て
規
制
を
し

て
も
、
記
載
の
な
い
違
反
が

出
て
き
た
時
に
そ
れ
を
規
制

で
き
な
い
。
網
の
目
を
す
り

抜
け
さ
せ
な
い
た
め
に
包
括

的
規
制
と
し
た
。
議
員
の
良

識
の
問
題
で
あ
る
。

甲
斐
　
地
方
自
治
法
の
罰
則

規
定
の
対
象
は
、議
場
内（
議

会
の
公
的
会
議
場
内
）
の
不

整
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
議

員
が
職
務
権
限
を
行
使
し
て

主
に
議
場
外
で
行
う
違
反
行

為
を
規
制
す
る
政
治
倫
理
条

例
に
、
自
治
法
第
１
３
４
条

及
び
第
１
３
５
条
の
罰
則
は

適
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
。
政
治
倫
理
条
例
を
ど
の

よ
う
な
性
質
の
も
の
と
考
え

て
い
る
か
。

　
目
前
の
問
題
解
決
の
た
め

の
改
定
が
数
年
後
に
拡
大
解

釈
さ
れ
る
危
険
性
は
な
い
か
。

　
ま
た
辞
職
勧
告
に
法
的
拘

束
力
が
な
い
こ
と
を
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

北
山
　
議
員
に
対
す
る
辞
職

勧
告
に
は
法
的
拘
束
力
が
な

い
。
こ
れ
は
自
治
法
の
欠
落

部
分
で
あ
る
。

　
議
員
の
職
務
と
関
係
な
い

不
祥
事
に
は
、
議
会
の
多
数

意
見
を
突
き
つ
け
る
。
罰
則

を
適
用
す
る
か
否
か
は
そ
の

時
の
倫
理
委
員
会
、
あ
る
い

は
議
会
の
判
断
と
い
う
こ
と

に
し
た
い
。
実
際
に
除
名
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な

く
、
明
文
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
不
祥
事
の
予
防
を
意

図
し
て
い
る
。

　
仮
に
改
定
さ
れ
た
条
例
が

適
用
さ
れ
て
処
罰
を
受
け
た

場
合
も
、
当
該
議
員
に
は
上

級
庁
へ
の
訴
え
や
司
法
判
断

の
道
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
拡
大
解
釈
の
危
険
に
つ
い

て
は
議
員
の
良
識
を
信
じ
る
。

吉
山
　
改
定
の
要
点
に
あ
る

（１）
、
（２）
は
現
行
の
第
２
条
に

あ
る
。
第
４
条
に
改
た
め
て

付
け
加
え
た
意
味
は
。
第
15

条
の
職
務
関
連
犯
罪
に
よ
る

有
罪
確
定
後
の
措
置
は
、
現

行
第
16
条
の
方
が
明
確
で
分

か
り
や
す
い
。
自
治
法
第
１

３
４
条
、
第
１
３
５
条
の
適

用
を
含
む
改
定
案
第
15
条
全

体
の
関
係
性
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。

北
山
　
政
治
倫
理
基
準
を
規

定
し
て
い
る
第
４
条
に
載
せ

な
い
と
倫
理
違
反
の
俎
上
に

乗
ら
な
い
。

　
現
行
法
で
は
、
倫
理
違
反

を
し
た
議
員
に
対
す
る
議
会

の
措
置
が
先
に
き
て
、
次
に

議
員
の
進
退
が
き
て
い
る
。

辞
職
し
な
か
っ
た
議
員
に
対

し
て
議
会
の
多
数
決
に
よ
る

処
罰
の
決
議
を
す
る
順
序
に

変
え
る
内
容
で
あ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
一
切
の
行
為
」
と
は

議
場
内
か
外
か
、
具
体
的
に

何
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
。

解
釈
次
第
で
幅
が
あ
り
過
ぎ

る
内
容
は
問
題
で
あ
る
。
懲

罰
や
辞
職
を
扱
う
な
ら
ば
、

条
例
全
体
を
見
直
し
、
第
３

者
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

大
塚
　
問
題
や
課
題
が
生
じ

た
時
に
条
例
の
制
定
や
改
定

を
行
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
議
会
に
関
す
る
条
例
に

つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
め

ざ
し
て
全
員
協
議
会
な
ど
で

論
議
を
尽
す
べ
き
。
僅
差
の

成
立
で
は
実
効
性
が
薄
い
。

　
議
長
に
事
前
相
談
の
な
い

今
回
の
臨
時
会
招
集
、
条
文

の
提
案
は
、
手
順
の
不
備
で

あ
る
。

吉
山
　
改
定
し
な
く
て
も
現

行
法
の
運
用
で
対
応
で
き

る
。
改
定
案
の
各
条
項
は
、

倫
理
条
例
の
構
成
、
方
向
性

か
ら
し
て
無
理
が
あ
る
。

𠮷
𠮷
　
政
治
に
携
わ
る
者
は

高
い
倫
理
と
そ
れ
に
基
づ
く

行
為
基
準
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
倫
理
上

の
問
題
で
あ
る
。
政
治
倫
理

条
例
は
懲
罰
を
以
て
倫
理
を

強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。

甲
斐
　「
一
切
の
行
為
」と
い

う
漠
然
と
し
た
規
定
は
拡
大

解
釈
の
危
険
を
は
ら
み
将
来

に
禍
根
を
残
す
。

　
条
例
の
倫
理
基
準
の
遵
守

は
努
力
義
務
に
止
ま
り
、
制

裁
規
定
を
定
め
る
べ
き
で
は

な
い
。
政
治
倫
理
条
例
は
情

報
公
開
制
度
の
一
環
で
あ

り
、
公
開
さ
れ
た
審
査
結
果

で
被
請
求
議
員
の
処
置
を
決

め
る
の
は
有
権
者
で
あ
る
。

　
自
治
法
の
罰
則
規
定
を
本

条
例
で
適
用
す
る
こ
と
は
、

違
法
で
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

上
田
　
今
回
の
政
治
倫
理
条

例
の
一
部
改
定
の
内
容
は
、

議
員
た
る
も
の
は
高
い
倫
理

観
を
持
っ
て
、
政
治
倫
理
基

準
を
守
ら
な
い
者
に
は
懲
罰

を
科
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
改
定
を
以
て
、
町

民
の
不
信
を
な
く
し
、
信
頼

を
取
り
戻
す
第
一
歩
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
𠮷
　
改
定
は
議
員
が
政
治

倫
理
基
準
を
守
る
義
務
や
被

請
求
議
員
の
責
務
と
議
会
の

措
置
の
範
囲
を
明
文
化
す
る

も
の
で
あ
る
。
条
例
に
不
足

が
あ
る
か
ら
付
け
加
え
る
べ

き
。
改
定
案
が
成
立
す
れ
ば

最
高
の
懲
罰
は
「
除
名
」
に

な
る
が
、
不
服
な
ら
司
法
判

断
の
道
も
あ
る
。

　
改
定
は
町
民
の
声
に
応
え

る
も
の
で
あ
る
。

那
須
　
文
書
化
し
、
明
確
に

し
て
町
民
に
知
ら
し
め
る
こ

と
が
大
事
。
議
員
は
襟
を
正

す
必
要
が
あ
る
。

大
久
保
　
昨
年
６
月
か
ら
１

年
半
が
経
過
し
た
。
議
会
は

町
民
の
声
に
応
え
て
い
な
い
。

　
改
定
案
が
違
法
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
議
員
の
３
分
の

２
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
４

分
の
３
以
上
の
同
意
が
な
け

れ
ば
、
除
名
に
は
な
ら
な
い

の
で
懲
罰
の
濫
発
は
な
い
と

考
え
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。
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◇
発
議
第
３
号
　

菊
陽
町
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定

に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
①
臨
時
会
の
招
集
は

私
他
４
人
の
賛
同
を
得
て
町

長
に
請
求
し
た
。②
議
会
の

問
題
解
決
は
議
会
の
発
議
で

行
う
べ
き
と
い
う
考
え
方
で

臨
時
会
開
催
を
請
求
し
た
。

③
３
つ
の
案
件
は
一
刻
も
早

く
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。④
坂
本
秀
則
議
員
の
辞

職
を
求
め
る
声
は
根
強
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
の
取

り
組
み
は
不
十
分
で
あ
り
、

議
会
不
信
の
声
と
な
っ
て
い

る
。⑤
こ
の
間
、
石
原
武
義

議
員
が
酒
の
に
お
い
を
さ
せ

て
委
員
会
に
出
て
く
る
と
い

う
事
件
も
発
生
し
た
。⑥
こ

れ
ら
の
こ
と
に
対
処
す
る
に

は
、
地
方
自
治
法
に
は
不
備

が
あ
る
。
同
法
第
14
条
（
法

令
の
範
囲
内
で
条
例
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
）
に
基
づ

い
て
改
正
案
を
提
出
す
る
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
辞
職
勧
告
と
正
副
議

長
不
信
任
の
発
議
は
、
理
由

を
付
け
て
２
名
の
賛
成
者
と

連
署
し
て
議
長
に
提
出
。

（２）
酒
気
を
帯
び
た
者
は
議
場

に
入
る
こ
と
を
禁
止
。

（３）
右
の
場
合
、
議
長
は
当
該

者
に
退
場
を
命
じ
る
。

以
上
を
付
け
加
え
る
。
　
　

質
疑

小
林　
①
正
副
議
長
不
信
任

決
議
は
現
行
規
則
で
で
き
る
。

新
た
に
付
け
加
え
る
必
要
は

な
い
の
で
は
。②
酒
気
を
帯
び

た
者
が
議
場
に
入
れ
な
い
の

は
当
然
。
規
則
に
書
き
込
む

必
要
は
な
い
の
で
は
。

甲
斐
　
③
飲
酒
や
飲
酒
運
転

事
件
が
提
案
の
背
景
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
正

副
議
長
の
不
信
任
決
議
条
項

提
案
に
つ
な
が
る
の
か
。

④
地
方
自
治
法
は
条
例
よ
り

上
位
法
で
あ
る
。
自
治
法
の

不
備
を
条
例
で
補
え
る
の

か
。⑤
条
例
や
規
則
を
整
備

す
る
時
に
は
上
位
法
や
他
の

法
令
と
の
関
係
を
冷
静
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

の
点
ど
う
か
。⑥
11
月
25
日

の
全
員
協
議
会
で
副
町
長
が

議
会
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
対
案
ま
で
示
し
た
の
は
議

会
へ
の
介
入
に
当
た
る
。
本

日
の
提
案
は
原
案
と
違
っ
て
、

ほ
ぼ
副
町
長
が
示
し
た
案
文

だ
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

吉
山
　
⑦
自
治
法
の
不
備
が

あ
る
場
合
、「
条
例
で
上
乗

せ
す
る
」
と
い
う
表
現
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
治
法

の
範
囲
を
超
え
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
。⑧
一
時
的

な
目
的
の
た
め
に
、
条
例
や

規
則
を
簡
単
に
変
え
れ
ば
、

将
来
に
禍
根
を
残
す
の
で
は

な
い
か
。

答
弁

北
山
　
①
自
治
法
に
不
備
が

あ
る
の
で
、
会
議
規
則
で
規

制
し
た
。②
明
記
す
る
こ
と

で
決
意
を
表
わ
し
た
。③
飲

酒
関
連
事
件
と
直
接
の
関
係

は
な
い
。④
法
の
不
備
に
上

乗
せ
規
制
あ
る
い
は
横
出
し

規
制
を
か
け
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
る
。⑤
今
抱
え
て

い
る
問
題
の
解
決
を
一
刻
も

早
く
と
考
え
た
。⑥
提
案
は

行
政
側
に
認
め
て
も
ら
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
事
前
協

議
を
し
た
結
果
だ
。⑦
提
案

は
自
治
法
の
範
囲
内
で
あ

る
。⑧
一
時
的
で
あ
れ
今
回

の
不
祥
事
問
題
を
解
決
で
き

れ
ば
、
町
民
の
賛
同
は
得
ら

れ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　
地
方
自
治
法
で
正
副

議
長
の
任
期
は
４
年
と
定
め

て
あ
る
。
不
信
任
発
議
は
現

行
規
則
で
も
で
き
る
。
提
案

に
は
根
拠
が
な
い
。

吉
山
　
不
信
任
発
議
は
現
行

規
則
で
で
き
る
し
、
議
長
に

よ
る
退
出
命
令
は
現
行
規
則

の
秩
序
保
持
権
で
十
分
。

　
酒
気
を
帯
び
て
公
的
会
合

に
出
席
で
き
な
い
の
は
何
人

に
も
共
通
す
る
倫
理
。
会
議

規
則
に
明
記
の
必
要
は
な
い
。

𠮷
𠮷
　「
酒
気
を
帯
び
た
者
」

と
い
う
規
定
は
基
準
が
曖
昧

で
あ
る
。
も
っ
と
時
間
を
か

け
て
討
論
す
べ
き
だ
。

甲
斐
　
現
正
副
議
長
は
、
今

回
の
飲
酒
に
関
わ
る
事
案
の

解
決
に
は
法
令
の
範
囲
で
で

き
る
こ
と
を
目
一
杯
や
っ
て

き
た
。
今
こ
の
改
定
案
が
出

さ
れ
た
理
由
が
不
可
解
だ
。

し
か
も
下
級
官
庁
を
拘
束
す

る
行
政
実
例
で
は
、「
会
議
規

則
に
正
副
議
長
の
不
信
任
議

決
を
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、

仮
に
規
定
す
れ
ば
違
法
で
あ

る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

《
賛
成
討
論
》

岩
下
　
２
人
の
議
員
の
飲
酒

に
関
す
る
不
祥
事
で
町
民
の

議
会
へ
の
信
頼
は
な
く
な
っ

て
い
る
。
会
議
規
則
の
一
部

改
正
は
議
会
、
議
員
を
厳
し

く
律
し
、
信
頼
を
回
復
す
る

第
一
歩
で
あ
る
。

阪
𠮷
俊
浩
　「
議
員
は
品
位

を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
則
に
あ
る
が
、
飲

酒
に
よ
る
不
祥
事
は
何
度
も

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
飲
酒

関
連
２
項
目
の
追
加
は
当
然

で
あ
る
。

西
𠮷
　
全
国
的
に
議
員
や
議

長
の
不
祥
事
で
議
会
が
紛
糾

し
て
い
る
と
こ
ろ
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。
明
文
化
し

た
方
が
よ
い
。
飲
酒
関
連
事

項
の
追
加
は
戒
め
を
含
め
て

問
題
は
な
い
。

大
久
保
　
行
政
実
例
は
、
意

見
表
明
、
解
釈
の
一
つ
だ
。

違
法
と
断
言
す
べ
き
で
は
な

い
。
飲
酒
に
関
し
て
は
、
あ

え
て
明
文
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
背
景
が
あ
っ
た
。
追

加
は
す
べ
き
で
あ
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
４
号
　

菊
陽
町
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
地
方
自
治
法
の
不
備

を
補
う
べ
く
、
飲
酒
状
態
の

議
員
が
委
員
会
に
出
席
す
る

の
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
際
の
措
置
を
定
め
る
項

目
を
追
加
す
る
。

改
定
の
要
点

酒
気
な
ど
を
帯
び
て
委
員
会

に
出
席
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

委
員
長
は
当
該
委
員
に
退
出

を
命
じ
る
こ
と
を
明
文
化
。

質
疑

吉
山
「
酒
気
な
ど
」
の
「
な

ど
」
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。

答
弁

北
山
　
薬
物
な
ど
議
員
と
し

て
の
仕
事
が
で
き
な
い
状
態

に
陥
ら
せ
る
も
の
の
意
味
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
地
方
自
治
法
の
不

備
を
補
う
」は
問
題
で
あ
る
。

当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
条
例
に
書
く
必
要
は

な
い
。

甲
斐
　
委
員
長
の
議
場
整
理

権
限
で
十
分
対
処
で
き
る
。

提
案
内
容
は
申
し
合
わ
せ
事

項
相
当
で
あ
る
。

吉
山
　「
な
ど
」
を
条
文
に

使
う
と
、
拡
大
解
釈
に
つ
な

が
る
懸
念
が
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

佐
々
木
　
本
来
は
不
要
な
文

言
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
議

員
が
い
る
か
ら
明
文
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
将
来
は
今
回

追
加
す
る
部
分
を
削
除
で
き

る
こ
と
を
願
う
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

◇
発
議
第
５
号
　

菊
陽
町
議
会
議
員
政
治
倫
理

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

提
案
理
由

北
山
　
議
員
に
高
い
行
動
規

範
を
求
め
、
品
位
と
名
誉
を

損
な
う
行
為
に
つ
い
て
倫
理

基
凖
に
明
文
化
す
る
。
そ
れ

に
違
反
し
た
場
合
の
議
会
の

判
断
と
講
ず
べ
き
措
置
及
び

違
反
者
の
責
務
に
関
す
る
事

項
を
追
加
す
る
も
の
。

改
定
の
要
点

（１）
議
員
は
率
先
し
て
よ
り
高

い
行
動
規
範
を
守
る
こ
と
を

義
務
付
け
る
。

（２）
議
員
は
そ
の
品
位
や
名
誉

を
損
な
い
、
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
切
の

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（３）
違
反
者
に
は
地
方
自
治
法

第
１
３
４
条
及
び
第
１
３
５
条

【
罰
則
規
定
】
を
適
用
す
る
。

質
疑
応
答
　
北
山
＝
答
弁

小
林
　「
一
切
の
行
為
」
に

つ
い
て
は
、
立
場
に
よ
っ
て

解
釈
が
変
わ
り
一
致
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
。
本
町
の

場
合
は
第
３
者
の
入
ら
な
い

倫
理
条
例
な
の
で
、
議
員
が

自
分
た
ち
だ
け
で
違
反
の
有

無
を
判
断
す
る
の
だ
か
ら
、

「
一
切
の
行
為
」
と
い
う
の

は
漠
然
と
し
過
ぎ
て
公
平
な

判
断
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。

北
山
　
９
人
の
委
員
が
判
断

す
る
の
だ
か
ら
、
恣
意
的
に

に
は
な
ら
な
い
。
遵
守
事
項

を
個
別
に
あ
げ
て
規
制
を
し

て
も
、
記
載
の
な
い
違
反
が

出
て
き
た
時
に
そ
れ
を
規
制

で
き
な
い
。
網
の
目
を
す
り

抜
け
さ
せ
な
い
た
め
に
包
括

的
規
制
と
し
た
。
議
員
の
良

識
の
問
題
で
あ
る
。

甲
斐
　
地
方
自
治
法
の
罰
則

規
定
の
対
象
は
、議
場
内（
議

会
の
公
的
会
議
場
内
）
の
不

整
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
議

員
が
職
務
権
限
を
行
使
し
て

主
に
議
場
外
で
行
う
違
反
行

為
を
規
制
す
る
政
治
倫
理
条

例
に
、
自
治
法
第
１
３
４
条

及
び
第
１
３
５
条
の
罰
則
は

適
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
。
政
治
倫
理
条
例
を
ど
の

よ
う
な
性
質
の
も
の
と
考
え

て
い
る
か
。

　
目
前
の
問
題
解
決
の
た
め

の
改
定
が
数
年
後
に
拡
大
解

釈
さ
れ
る
危
険
性
は
な
い
か
。

　
ま
た
辞
職
勧
告
に
法
的
拘

束
力
が
な
い
こ
と
を
ど
う
考

え
て
い
る
か
。

北
山
　
議
員
に
対
す
る
辞
職

勧
告
に
は
法
的
拘
束
力
が
な

い
。
こ
れ
は
自
治
法
の
欠
落

部
分
で
あ
る
。

　
議
員
の
職
務
と
関
係
な
い

不
祥
事
に
は
、
議
会
の
多
数

意
見
を
突
き
つ
け
る
。
罰
則

を
適
用
す
る
か
否
か
は
そ
の

時
の
倫
理
委
員
会
、
あ
る
い

は
議
会
の
判
断
と
い
う
こ
と

に
し
た
い
。
実
際
に
除
名
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な

く
、
明
文
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
不
祥
事
の
予
防
を
意

図
し
て
い
る
。

　
仮
に
改
定
さ
れ
た
条
例
が

適
用
さ
れ
て
処
罰
を
受
け
た

場
合
も
、
当
該
議
員
に
は
上

級
庁
へ
の
訴
え
や
司
法
判
断

の
道
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
拡
大
解
釈
の
危
険
に
つ
い

て
は
議
員
の
良
識
を
信
じ
る
。

吉
山
　
改
定
の
要
点
に
あ
る

（１）
、
（２）
は
現
行
の
第
２
条
に

あ
る
。
第
４
条
に
改
た
め
て

付
け
加
え
た
意
味
は
。
第
15

条
の
職
務
関
連
犯
罪
に
よ
る

有
罪
確
定
後
の
措
置
は
、
現

行
第
16
条
の
方
が
明
確
で
分

か
り
や
す
い
。
自
治
法
第
１

３
４
条
、
第
１
３
５
条
の
適

用
を
含
む
改
定
案
第
15
条
全

体
の
関
係
性
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。

北
山
　
政
治
倫
理
基
準
を
規

定
し
て
い
る
第
４
条
に
載
せ

な
い
と
倫
理
違
反
の
俎
上
に

乗
ら
な
い
。

　
現
行
法
で
は
、
倫
理
違
反

を
し
た
議
員
に
対
す
る
議
会

の
措
置
が
先
に
き
て
、
次
に

議
員
の
進
退
が
き
て
い
る
。

辞
職
し
な
か
っ
た
議
員
に
対

し
て
議
会
の
多
数
決
に
よ
る

処
罰
の
決
議
を
す
る
順
序
に

変
え
る
内
容
で
あ
る
。

《
反
対
討
論
》

小
林
　「
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
一
切
の
行
為
」
と
は

議
場
内
か
外
か
、
具
体
的
に

何
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
。

解
釈
次
第
で
幅
が
あ
り
過
ぎ

る
内
容
は
問
題
で
あ
る
。
懲

罰
や
辞
職
を
扱
う
な
ら
ば
、

条
例
全
体
を
見
直
し
、
第
３

者
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

大
塚
　
問
題
や
課
題
が
生
じ

た
時
に
条
例
の
制
定
や
改
定

を
行
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
議
会
に
関
す
る
条
例
に

つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
め

ざ
し
て
全
員
協
議
会
な
ど
で

論
議
を
尽
す
べ
き
。
僅
差
の

成
立
で
は
実
効
性
が
薄
い
。

　
議
長
に
事
前
相
談
の
な
い

今
回
の
臨
時
会
招
集
、
条
文

の
提
案
は
、
手
順
の
不
備
で

あ
る
。

吉
山
　
改
定
し
な
く
て
も
現

行
法
の
運
用
で
対
応
で
き

る
。
改
定
案
の
各
条
項
は
、

倫
理
条
例
の
構
成
、
方
向
性

か
ら
し
て
無
理
が
あ
る
。

𠮷
𠮷
　
政
治
に
携
わ
る
者
は

高
い
倫
理
と
そ
れ
に
基
づ
く

行
為
基
準
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
倫
理
上

の
問
題
で
あ
る
。
政
治
倫
理

条
例
は
懲
罰
を
以
て
倫
理
を

強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。

甲
斐
　「
一
切
の
行
為
」と
い

う
漠
然
と
し
た
規
定
は
拡
大

解
釈
の
危
険
を
は
ら
み
将
来

に
禍
根
を
残
す
。

　
条
例
の
倫
理
基
準
の
遵
守

は
努
力
義
務
に
止
ま
り
、
制

裁
規
定
を
定
め
る
べ
き
で
は

な
い
。
政
治
倫
理
条
例
は
情

報
公
開
制
度
の
一
環
で
あ

り
、
公
開
さ
れ
た
審
査
結
果

で
被
請
求
議
員
の
処
置
を
決

め
る
の
は
有
権
者
で
あ
る
。

　
自
治
法
の
罰
則
規
定
を
本

条
例
で
適
用
す
る
こ
と
は
、

違
法
で
あ
る
。

《
賛
成
討
論
》

上
田
　
今
回
の
政
治
倫
理
条

例
の
一
部
改
定
の
内
容
は
、

議
員
た
る
も
の
は
高
い
倫
理

観
を
持
っ
て
、
政
治
倫
理
基

準
を
守
ら
な
い
者
に
は
懲
罰

を
科
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
改
定
を
以
て
、
町

民
の
不
信
を
な
く
し
、
信
頼

を
取
り
戻
す
第
一
歩
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
𠮷
　
改
定
は
議
員
が
政
治

倫
理
基
準
を
守
る
義
務
や
被

請
求
議
員
の
責
務
と
議
会
の

措
置
の
範
囲
を
明
文
化
す
る

も
の
で
あ
る
。
条
例
に
不
足

が
あ
る
か
ら
付
け
加
え
る
べ

き
。
改
定
案
が
成
立
す
れ
ば

最
高
の
懲
罰
は
「
除
名
」
に

な
る
が
、
不
服
な
ら
司
法
判

断
の
道
も
あ
る
。

　
改
定
は
町
民
の
声
に
応
え

る
も
の
で
あ
る
。

那
須
　
文
書
化
し
、
明
確
に

し
て
町
民
に
知
ら
し
め
る
こ

と
が
大
事
。
議
員
は
襟
を
正

す
必
要
が
あ
る
。

大
久
保
　
昨
年
６
月
か
ら
１

年
半
が
経
過
し
た
。
議
会
は

町
民
の
声
に
応
え
て
い
な
い
。

　
改
定
案
が
違
法
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
議
員
の
３
分
の

２
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
４

分
の
３
以
上
の
同
意
が
な
け

れ
ば
、
除
名
に
は
な
ら
な
い

の
で
懲
罰
の
濫
発
は
な
い
と

考
え
る
。

採
決
　
賛
成
10
、
反
対
７
で

可
決
さ
れ
た
。

＊結果は、可決・否決□同意・適任・採択・承認・認定　　＊報告は採決がないため削除
＊○は賛成　　●は反対　　棄は棄権　　除は除斥　　欠は欠席　　早は早退

号
番
案
議 結

　
　

果
数
決
表

保
久
大

俊
本
阪

本

西

須

那

木
々
佐

岡

中

山

吉

山

北

秀
本
坂

原

石

下

岩

塚

大

俣

川

田

上

林

小

斐

甲

賛 否

発議第３号 決
可 10 ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ●

発議第４号 決
可 10 ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ●

発議第５号 決
可 10 ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ●

１．発議第３号　菊陽町議会会議規則の一部を改正する条例の制定について
２．発議第４号　菊陽町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
３．発議第５号　菊陽町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について

付議事件

賛 否 表
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◇
議
案
第
46
号

菊
陽
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
所
得
税
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
議

決
を
求
め
る
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
47
号

菊
陽
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
個
人
の
住
民
税
で
分
離
課

税
さ
れ
る
特
殊
適
用
利
子
及

び
特
殊
適
用
配
当
等
の
額
を

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割

額
の
算
定
及
び
軽
減
判
定
に

用
い
る
総
所
得
額
に
含
め
る
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
48
号

平
成
28
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
７
号
）
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
歳
入
の
区
分
ご
と
の
増
減

や
歳
出
予
算
に
不
足
額
が
生

じ
た
も
の
、
不
用
額
が
見
込

ま
れ
る
も
の
が
あ
り
、
状
況

の
変
化
等
に
よ
り
支
出
す
べ

き
事
案
が
発
生
し
た
た
め
補

正
を
お
願
い
す
る
も
の
。

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

10
億
８
，
５
９
６
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１

７
６
億
８
，
３
１
４
万
３
，

０
０
０
円
と
定
め
る
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
49
号

平
成
28
年
度
菊
陽
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
歳
入
歳
出
の
補
正
は
、
第

１
条
で
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
２
０
６
万
２
，
０
０
０

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
３
億
３
，
５
５

５
万
１
，
０
０
０
円
と
す
る
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
50
号

平
成
28
年
度
菊
陽
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
歳
入
歳
出
の
補
正
は
、
第

１
条
で
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
52
万
６
，
０
０
０
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
23
億
９
，７
６
０
万
７
，

０
０
０
円
と
定
め
る
も
の
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
51
号

平
成
28
年
度
菊
陽
町
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
主
な
理
由
は
、
社
会
資
本

整
備
総
合
交
付
金
の
減
額
や

熊
本
地
震
に
よ
り
国
な
ど
の

関
係
機
関
と
の
事
前
協
議
に

時
間
を
要
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
建
設
改
良
費
の
減
額
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
議
案
第
52
号

町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

《
内
容
》

１
、
小
平
ノ
上
１
号
線

２
、
久
保
田
馬
場
楠
線

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

◇
同
意
第
３
号

菊
陽
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き

議
会
の
同
意
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

《
内
容
》

　
菊
陽
町
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
に
次
の
も
の

を
選
任
し
た
い
の
で
、
同
意

を
求
め
る
。

菊
陽
町
大
字
原
水

　
吉
岡
光
憲
氏

菊
陽
町
大
字
原
水

　
西
塔
正
弘
氏

【
全
員
賛
成
で
同
意
】

◇
諮
問
第
２
号

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の

推
薦
に
つ
き
議
会
の
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

《
内
容
》

　
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
に

次
の
も
の
を
推
薦
し
た
い
の

で
、
意
見
を
求
め
る
。

菊
陽
町
大
字
津
久
礼

　
鬼
塚
成
子
氏

菊
陽
町
大
字
津
久
礼

　
平
野
葉
子
氏

異
議
な
し
で
適
任
と
認
め
る

石
原
武
義
議
員
の
発
言

　
私
は
、
去
る
11
月
10
日
19

時
、
熊
本
地
震
災
害
復
興
支

援
特
別
委
員
会
の
事
前
の
打

ち
合
わ
せ
の
会
議
に
出
席
し

た
と
こ
ろ
、
同
僚
議
員
か
ら

ア
ル
コ
ー
ル
の
に
お
い
が
す

る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
会

議
に
出
席
で
き
な
い
と
申
し

合
わ
せ
事
項
が
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
ま
ま
退
席
し
ま
し
た
。

　
私
の
行
動
が
、
議
会
の
議

事
審
査
等
の
議
会
運
営
に
多

大
な
御
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
菊
陽

町
議
会
や
菊
陽
町
へ
の
信
用

が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か

と
、
私
自
身
心
配
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
道
義
的
な
責
任
を

と
っ
て
、
文
教
厚
生
常
任
委

員
長
を
辞
任
し
ま
し
た
。
町

民
の
方
、
町
長
は
じ
め
役
場

職
員
の
方
に
心
か
ら
お
わ
び

い
た
し
ま
す
。
誠
に
申
し
訳

ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
今
後
は
、
襟
を
正
し
、
緊

張
感
を
も
っ
て
議
員
の
仕
事

に
邁
進
す
る
こ
と
を
こ
こ
に

お
誓
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

坂
本
秀
則
議
員
の
発
言

　
私
が
、
昨
年
６
月
に
起
こ

し
ま
し
た
不
祥
事
の
た
め

に
、
菊
陽
町
議
会
の
議
事
審

査
な
ど
議
会
運
営
に
多
大
な

御
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
菊
陽

町
議
会
並
び
に
菊
陽
町
へ
の

信
用
、
信
頼
が
揺
ら
い
で
き

ま
し
た
。
私
自
身
、
深
く
反

省
し
て
お
り
ま
す
。

　
菊
陽
町
民
の
方
々
を
は
じ

め
町
執
行
部
及
び
職
員
並
び

に
議
員
の
方
々
に
心
か
ら
お

わ
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
誠

に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
以
上
の
事
情
を
鑑
み
て
、

６
月
定
例
会
終
了
後
、
議
員

を
辞
職
い
た
し
ま
す
。
皆
様

の
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決
・
同
意

平
成
28
年
第
４
回
菊
陽
町
議
会
定
例
会

予
定
さ
れ
た
議
事
が
終
了
し
た
後
、
２
人
の
議
員
か
ら

発
言
の
申
し
出
が
あ
り
、
議
長
が
こ
れ
を
許
可
し
た
。
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常
任
委
員
会
報
告

　
今
議
会
に
お
い
て
総
務

常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ

た
案
件
は
な
か
っ
た
。

　
委
員
会
と
し
て
は
、
合

併
60
周
年
記
念
で
、
ゼ
ン

リ
ン
と
合
同
で
作
成
し
た

菊
陽
町
総
合
防
災
マ
ッ
プ

の
内
容
を
細
か
く
確
認
す

る
と
と
も
に
、
総
務
部
長
、

総
務
課
長
に
説
明
を
求
め

る
学
習
会
を
実
施
し
た
。

　
目
的
と
し
て
は
、
地
震

の
み
な
ら
ず
災
害
に
関
す

る
専
門
知
識
の
向
上
、
避

難
所
の
設
置
数
、
収
容
人

数
、
危
険
箇
所
の
把
握
に

つ
い
て
再
確
認
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
防
犯
マ
ッ
プ
、
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
は
、
町
民
の
皆

さ
ん
が
、
常
に
手
元
に
持

ち
、
内
容
も
誰
に
で
も
解

り
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

　
委
員
も
Ｈ
28
年
熊
本
地

震
の
被
災
者
と
し
て
、
ま

た
、
今
後
、
様
々
な
議
論

を
す
る
に
あ
た
り
十
分
な

理
解
が
必
要
だ
と
考
え
た
。

　
各
委
員
は
、
真
剣
に
１

ペ
ー
ジ
ず
つ
確
認
し
、
質

疑
応
答
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
２
ヵ
所
の
備
蓄

倉
庫
の
補
充
な
ど
に
関
す
る

現
地
視
察
を
実
施
し
た
。

菊
陽
中
部
小
学
校

　学
童
保
育

　現
状
視
察

　
現
在
２
ヵ
所
の
専
用
施
設

に
加
え
、
学
校
の
協
力
を
得

て
昨
年
７
月
か
ら
図
工
室
の

一
部
を
使
用
し
て
学
童
保
育

を
実
施
し
て
い
る
。

　
Ｈ
29
年
度
は
新
入
学
児

童
が
今
年
度
よ
り
も
増
え
、

入
所
希
望
者
が
増
加
す
る

と
見
込
ま
れ
、
今
後
、
利

用
人
数
を
増
や
す
た
め
に

は
、
新
た
な
施
設
の
整
備

と
指
導
員
の
確
保
が
必
要

で
あ
る
。

　
町
子
育
て
支
援
課
で
は
、

Ｈ
30
年
４
月
開
所
を
目
標

に
、
正
門
近
く
の
学
校
菜

園
敷
地
内
に
入
所
定
員
１

０
０
人
規
模
、
鉄
骨
２
階

建
の
専
用
施
設
を
建
設
し
、

今
後
の
学
童
保
育
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
て
い
く
計
画

で
あ
る
。

　
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
担
当
課
と
の
情
報
交

換
を
行
い
、
保
護
者
、
児

童
が
安
心
し
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

総
務
常
任
委
員
会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

　
第
４
回
定
例
会
で
の
産

業
・
建
設
常
任
委
員
会
に

属
す
る
一
般
会
計
補
正
予

算
・
下
水
道
事
業
会
計
に

つ
い
て
報
告
す
る
。

○
道
路
建
設
関
連
で
は
、４
，

５
０
０
万
円
余
の
減
額
。

　
こ
れ
は
昨
年
と
同
様

に
、
国
の
補
助
金
の
交
付

額
の
減
少
に
伴
う
も
の
。

　
当
初
予
算
に
対
し
、
実

際
の
交
付
額
が
大
き
く
下

回
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
年

度
予
定
し
て
い
た
事
業
の

一
部
は
、
後
年
度
に
先
送

り
を
す
る
。

○
災
害
ご
み
・
損
壊
家
屋

解
体
費
用
関
連
で
は
、
９
億

２
，
７
０
０
万
円
余
の
増
額
。

引
き
続
き
地
震
か
ら
の
復
旧

事
業
を
継
続
す
る
。

　
昨
年
12
月
２
日
現
在
で
、

住
居
の
解
体
申
請
１
７
７

棟
の
う
ち
、
自
主
解
体
を

含
め
32
・
４
％
が
実
施
済

み
。
本
年
度
末
ま
で
に
、

60
％
の
処
理
を
目
指
す
。

　
な
お
、
解
体
撤
去
費
用

の
う
ち
、
国
か
ら
の
補
助

は
50
％
の
た
め
、
町
は
災

害
復
旧
費
と
し
て
借
金
に

当
た
る
町
債
、
６
億
３
，
７

４
０
万
円
を
借
り
入
れ
る
。

○
下
水
道
事
業
会
計
で

は
、
２
億
５
，
９
０
０
万

円
余
の
減
額
。

　
雨
水
関
連
工
事
及
び
農

業
排
水
事
業
に
つ
い
て
、

国
の
交
付
金
の
減
額
と
熊

本
地
震
の
た
め
、
他
の
関

係
機
関
と
の
調
整
が
つ
か

な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り

後
年
度
に
実
施
す
る
。

後
年
度
の
課
題
と
し
て
、

○
国
の
補
助
・
交
付
金
が

よ
り
減
少
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
国
は
、

補
助
金
を
交
付
金
に
算
入

す
る
と
い
う
手
法
で
お
こ

な
っ
て
き
た
が
、
は
た
し

て
一
括
し
て
交
付
さ
れ
た

交
付
金
に
、
該
当
す
る
補

助
金
が
含
ま
れ
て
い
る
か

否
か
の
判
断
が
難
し
い
。

　
本
町
は
財
政
力
が
高
い

と
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
交
付
算
定
額
の
基

準
が
見
直
さ
れ
、
結
果
と

し
て
、
財
政
運
営
に
厳
し

さ
が
伴
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

防災倉庫の視察

菊陽中部小学校の放課後児童クラブ視察

防災マップ
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本
年
度
に
実
施
予
定
の
施
設
整
備
の

進
捗
状
況
は

西本 友春議員

中
部
小
学
校
は
三
ヵ
所
目
の
学
童
保
育
を

平
成
30
年
４
月
開
所
を
予
定

答

ス
ポ
ー
ツ
は
人
を
元
気
に
し

健
康
を
つ
く
る

川
俣
　
ス
ポ
ー
ツ
の
効
用
と

特
性
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

生
涯
学
習
課
長

　ス
ポ
ー
ツ

は
人
を
元
気
に
す
る
大
き
な

力
が
あ
り
、
併
せ
て
健
康
づ

く
り
等
に
不
可
欠
な
も
の
。

川
俣
　
そ
の
取
り
組
み
と
現

状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

生
涯
学
習
課
長

　ス
ポ
ー
ツ

を
通
じ
た
主
催
講
座
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ボ

デ
ィ
ー
メ
イ
ク
レ
ッ
ス
ン
、
季

節
を
味
わ
う
ス
ポ
ー
ツ
等
、

こ
れ
ら
の
講
座
は
中
高
年
層

を
中
心
に
町
民
の
ニ
ー
ズ
が

高
い
。
今
後
も
各
種
ス
ポ
ー

ツ
講
座
を
計
画
的
に
開
催
し

町
民
の
健
康
づ
く
り
に
貢
献

し
て
い
く
。
さ
ら
に
町
体
育

協
会
並
び
に
総
合
型
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ク

ラ
ブ
き
く
よ
う
」
に
運
営
補

助
金
を
交
付
し
、
町
民
の
健

康
に
つ
な
が
る
ス
ポ
ー
ツ
事
業

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
充
実
さ
せ

経
済
の
波
及
効
果
を

川
俣
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
充

実
さ
せ
る
に
は
、
本
町
は
県

下
一
の
立
地
条
件
。
大
量
輸

送
機
関
の
Ｊ
Ｒ
沿
線
で
３
つ
の

駅
が
あ
る
。
空
港
も
あ
り
高

速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
も
近
い
。

こ
れ
ら
を
最
大
限
に
生
か
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
大
会
を
誘
致
す
れ

ば
、
町
外
か
ら
の
人
を
呼
び

込
む
こ
と
で
波
及
効
果
が
あ

る
と
思
う
が
。

生
涯
学
習
課
長
　町
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
の
誘
致
は
Ｈ
10
年
杉

並
木
公
園
開
園
以
後
で
は
、 

Ｈ

11
年
く
ま
も
と
未
来
国
体

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
記
念
大
会
、

ハ
ー
ト
フ
ル
熊
本
大
会
ア
ー

チ
ェ
リ
ー
競
技
大
会
等
、
ま
た

火
の
国
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
、

鼻
ぐ
り
キ
ッ
ズ
サ
ッ
カ
ー
大
会

等
多
く
の
町
外
者
が
利
用
し
て

い
る
。

川
俣
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
対

す
る
町
長
の
認
識
は
。

町
長

　前
か
ら
要
望
の
あ
る

総
合
体
育
館
を
造
る
に
は
自

主
財
源
が
必
要
で
あ
り
Ｈ
26

年
１
億
円
、 

Ｈ
27
年
１
億
円
、

Ｈ
28
年
度
も
、
財
政
的
に
は

厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、
１

億
円
を
積
み
立
て
る
予
算
化

を
し
て
い
る
。
今
回
の
熊
本

地
震
で
町
の
施
設
も
大
き
な

被
害
を
受
け
、
16
億
円
の
災

害
の
た
め
の
借
金
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
町
の
ス
ポ
ー

ツ
審
議
会
等
の
意
見
を
戴
き

な
が
ら
一
日
も
早
い
実
現
の
検

討
を
重
ね
て
い
く
。

老
若
男
女
、
町
民
の
「
ふ
る

さ
と
」
づ
く
り
に
童
謡
の
日
を

川
俣
　
今
回
の
震
災
で
日
頃

は
忘
れ
て
い
た
故
郷
、
隣
近
所
、

地
域
の
人
の
絆
の
あ
り
が
た
さ

を
身
を
も
っ
て
感
じ
た
。
こ
の

気
持
ち
を
み
ん
な
で
共
有
で

き
る
も
の
は
日
本
人
の
情
緒
で

あ
る
童
謡
で
は
な
い
か
。
赤
ん

坊
か
ら
お
爺
ち
ゃ
ん
お
婆
ち
ゃ

ん
ま
で
心
を
一
つ
に
す
る
年
一

回
の
童
謡
を
中
心
と
し
た
祭

り
を
提
案
し
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ
及
び
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実
で

　
　
　
　

 

将
来
の
町
づ
く
り

故
郷
づ
く
り
絆
づ
く
り
に
童
謡
の
日
を
つ
く
ろ
う

川俣 鐵也議員

早
期
実
現
し
た
い
が
、
目
下
は
震
災
復
興
に

多
大
の
財
源
が
要
る

答

個
人
情
報
保
護

西
本
　
個
人
情
報
保
護
厳
守

で
行
く
と
各
施
設
の
受
付
方

法
の
統
一
が
必
要
だ
が
。

生
涯
学
習
課
長

　公
共
施
設

長
会
議
で
状
況
を
確
認
し
町

と
し
て
統
一
し
た
対
応
が
出

来
る
よ
う
検
討
す
る
。

食
品
ロ
ス

西
本
　
教
育
施
設
に
お
け
る

学
校
給
食
や
食
育
、
環
境
教

育
を
通
し
た
食
品
ロ
ス
削
減

の
啓
発
を
進
め
る
べ
き
と
思

う
が
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

学
務
課
長

　給
食
残
量
を
定

期
的
に
調
べ
、
結
果
を
児
童

集
会
等
で
公
表
し
表
彰
し
た

り
、
リ
サ
イ
ク
ル
・
ゴ
ミ
を

減
ら
す
・
食
物
の
生
産
と
消

費
の
環
境
に
関
す
る
学
習
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
町
立

保
育
所
で
は
食
材
の
確
保
や

調
理
方
法
の
工
夫
と
園
児
に

合
わ
せ
て
量
や
数
を
調
整
し

て
食
べ
残
し
は
発
生
し
て
い

な
い
。

西
本
　
保
育
所
に
お
け
る
町

か
ら
の
出
前
授
業
は
可
能
か
。

学
務
課
長

　食
品
ロ
ス
削
減

に
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
く
の

で
可
能
。

西
本
　
熊
本
地
震
で
災
害
備

蓄
品
が
今
ま
で
よ
り
量
が
増

え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
有

効
利
用
の
観
点
か
ら
消
費
期

限
６
ヵ
月
前
に
フ
ー
ド
バ
ン
ク

等
へ
の
寄
付
の
検
討
に
つ
い
て

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

総
務
課
長

　人
口
の
５
％
、
２

０
０
０
人×

２
日×

３
食
の

１
万
２
，
０
０
０
食
を
備
蓄

し
て
お
り
、
賞
味
期
限
が
来

る
も
の
は
町
の
防
災
訓
練
、

区
の
防
災
訓
練
に
活
用
し
て

い
る
。

学
童
保
育

西
本
　
毎
年
人
口
増
の
菊
陽

町
だ
が
、
新
年
度
の
学
童
の

見
込
人
数
と
過
不
足
に
よ
る

施
設
の
問
題
は
な
い
の
か
。

子
育
て
支
援
課
長

　毎
年
各

学
校
の
学
童
保
育
利
用
希
望

者
は
、
今
年
よ
り
も
増
加
す

る
見
込
み
で
あ
る
。
今
後
、
新

た
な
施
設
整
備
と
指
導
員
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
学

童
ク
ラ
ブ
も
あ
る
。

西
本
　
本
年
度
に
実
施
予
定

の
施
設
整
備
の
進
捗
状
況
は
。

子
育
て
支
援
課
長

　Ｈ
25
年

度
に
整
備
し
た
西
小
学
校
の

学
童
施
設
を
年
度
末
ま
で
に

２
つ
に
区
切
っ
て
、
適
正
数
の

規
模
で
運
営
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
さ
ら
に
本
年
度
か
ら

２
ヵ
年
に
わ
た
り
西
小
学
校

と
中
部
小
学
校
で
新
た
な
学

童
保
育
施
設
を
建
設
し
Ｈ
30

年
４
月
に
開
所
す
る
予
定
で

あ
る
。

西
本
　
学
童
保
育
へ
の
民
間

活
用
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

町
長

　将
来
に
わ
た
っ
て
安
定

し
た
学
童
保
育
の
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
を

提
供
す
る
た
め
に
も
民
間
活

力
の
導
入
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
り
、

民
間
事
業
者
の
施
設
整
備
に

係
る
負
担
軽
減
と
運
営
基
準

額
の
引
き
上
げ
が
実
現
で
き

る
よ
う
、
国
に
対
し
て
今
後
も

粘
り
強
く
制
度
改
革
を
要
望

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
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菊陽町図書館

町
史
を
点
か
ら
面
に

甲
斐
　
町
の
歴
史
・
史
跡
・

災
害
の
記
録
等
が
点
在
し
て

い
る
が
、
線
や
面
に
な
っ
て

い
な
い
。
そ
れ
ら
を
担
当
す

る
部
署
や
予
算
措
置
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

図
書
館
長
　
大
き
く
は
教
育

委
員
会
が
収
集
・
保
存
に
当

た
っ
て
い
る
。

　
生
涯
学
習
課
で
は
、
町
史

編
纂
室
を
設
置
し
、Ｈ
７
年

に
は
菊
陽
町
史
を
発
刊
。
古

文
書
は
町
の
図
書
館
で
保

管
。
鉄
砲
小
路
に
残
る
古
文

書
は
解
読
を
終
っ
て
い
る
。

世
界
的
に
も
貴
重
な
少
女
雑

誌
「
村
崎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

も
保
管
し
て
い
る
。

　
総
合
政
策
課
で
は
、
町
史

編
さ
ん
に
関
わ
る
広
報
き
く

よ
う
縮
刷
版
や
電
子
書
籍
版

を
作
成
。
災
害
の
記
録
に
つ

い
て
も
情
報
や
資
料
を
収
集

し
て
い
る
。

　
新
た
な
部
署
設
置
は
考
え

て
い
な
い
が
、
予
算
措
置
は

必
要
に
応
じ
て
行
う
。

甲
斐
　
町
の
歴
史
的
資
料
や

文
化
財
を
保
管
・
展
示
す
る

民
俗
資
料
館
的
施
設
を
建
設

す
べ
き
時
で
は
な
い
か
。
町

文
化
祭
で
も
、
展
示
の
ス

ぺ
ー
ス
が
狭
す
ぎ
る
。
町
民

の
現
在
の
文
化
活
動
を
展
示

す
る
場
所
も
同
時
に
確
保
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

図
書
館
長
　
今
は
、
熊
本
地

震
か
ら
の
復
旧
復
興
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
被
災
に
伴
い

発
見
さ
れ
た
歴
史
的
文
物
等

の
収
集
を
行
っ
て
、
将
来
の

資
料
館
整
備
に
備
え
た
い
。

再
開
し
た
保
育
所
民
営
化

甲
斐
　
公
立
保
育
所
の
民
営

化
計
画
に
つ
い
て
質
す
。

①
民
営
化
す
る
保
育
所
の
数

②
公
有
財
産
の
処
置
　
③
参

入
事
業
者
選
定
の
時
期
　
④

職
員
の
処
遇
　
⑤
民
営
化
後

の
問
題
処
理
　
⑥
合
同
保
育

子
育
て
支
援
課
長
　

①
現
段
階
で
は
未
定
。
②
移

管
先
法
人
の
経
営
安
定
の
た

め
、
時
価
よ
り
低
い
価
格
で

の
貸
し
付
け
。
建
物
、
什

器
、
備
品
は
対
価
設
定
の
上

で
譲
渡
。
③
選
考
委
員
会
を

設
置
し
た
後
。
④
正
規
の
保

育
士
・
調
理
員
は
他
の
町
立

保
育
所
へ
配
置
換
え
、
臨

時
・
非
常
勤
職
員
は
、
本
人

の
希
望
を
も
と
に
移
管
先
法

人
に
継
続
雇
用
を
働
き
か
け

る
。
⑤
保
護
者
・
移
管
先
法

人
・
町
に
よ
る
３
者
協
議
会
で

処
理
。
⑥
合
同
保
育
は
実
施

す
る
。

こ
の
他
、
臨
時
財
政
対
策
債

な
ど
町
の
財
政
問
題
に
つ
い

て
質
問
し
た
。

文
化
の
薫
り
高
い
町
づ
く
り
を
め
ざ
せ

甲斐 榮治議員

教
委
を
中
心
に
資
料
を
収
集
・
保
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　将
来
に
備
え
る

答

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
地

域
情
報
化
の
推
進
は


本
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
情
報
発
信
の
現
状
と
課

題
は
な
に
か
。

総
合
政
策
課
長
　
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
に

か
か
る
情
報
発
信
を
し
て
い

る
。
な
お
、
災
害
時
の
緊
急

時
に
は
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム
で
情
報
発
信
し
、
県
の

防
災
情
報
メ
ー
ル
や
携
帯
会

社
３
社
と
連
携
し
た
エ
リ
ア

メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
発
信
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
課
題
と
し
て
は
、
情
報

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
情
報
を
必

要
と
す
る
町
民
の
方
々
全
員

に
伝
わ
ら
な
い
課
題
が
あ
る
。


本
　
町
が
提
供
す
る
防
災

や
子
育
て
な
ど
の
生
活
情
報

は
、
町
民
目
線
で
発
信
す
る

な
ら
ば
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し

た
情
報
発
信
が
必
要
だ
と
思

う
。
情
報
提
供
手
段
の
検
討

を
進
め
る
な
ら
ば
、Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
と
連
携
協
定
を
結
ん
だ
福

岡
市
の
よ
う
に
積
極
的
に
推

進
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

総
合
政
策
課
長
　
多
種
多
様

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ

る
情
報
発
信
を
提
供
す
る
こ

と
は
町
の
責
務
で
あ
る
。

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ

る
情
報
発
信
の
手
法
、
体
制
、

運
用
の
方
法
、
財
源
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
な
ど
に
つ
い
て
総

合
的
に
考
え
て
い
く
。


本
　
携
帯
電
話
な
ど
高
度

通
信
情
報
網
の
目
に
見
え
な

い
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
今
か
ら

は
行
政
も
必
要
だ
と
思
う
。

熊
本
版
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス

ク
ー
ル
の
取
り
組
み
は


本
　
福
岡
県
大
野
城
市
で

試
行
的
に
行
わ
れ
て
い
る
学

校
を
中
心
に
家
庭
、
地
域
が

連
携
し
、
い
ろ
い
ろ
な
大
人

が
子
ど
も
の
教
育
に
か
か
わ

る
こ
と
で
、
子
ど
も
と
過
ご

し
、
共
に
学
び
、
育
つ
、
共

に
育
て
る
教
育
の
理
念
と
し

た
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
が
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組

み
が
で
き
な
い
か
。

生
涯
学
習
課
長
　
学
習
サ

ポ
ー
ト
事
業
と
し
て
は
、
全

小
学
生
４
年
生
の
算
数
授
業

及
び
全
ク
ラ
ス
の
数
学
、
英

語
の
授
業
で
学
習
サ
ポ
ー

タ
ー
を
配
置
し
て
一
人
一
人

の
状
況
に
応
じ
た
学
習
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

小
学
校
運
動
部
活
の
社
会
体

育
移
行
は


本
　
Ｈ
30
年
度
末
に
は
、

社
会
体
育
移
行
を
ス
ム
ー
ズ

に
で
き
る
の
か
。

教
育
次
長
　
Ｈ
30
年
度
末
ま

で
に
、
学
校
と
教
育
委
員
会

及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ク
ラ
ブ
き

く
よ
う
、
菊
陽
町
体
育
協
会
、

各
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
移
行
し

て
い
く
。

　
課
題
と
し
て
は
、
指
導
者

の
確
保
、
施
設
使
用
料
の
支

払
い
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
が
検

討
委
員
会
で
検
討
を
重
ね
、

移
行
へ
向
け
て
取
り
組
む
。

土
曜
日
学
習
応
援
団
は

　
　
　
　組
織
す
る
こ
と
が
可
能
か

各
地
域
ス
ポ
ー
ツ
、塾
、習
い
事
な
ど
を
調
整
す
る
の
が

困
難
で
あ
り
、土
曜
日
授
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、考
え

て
い
な
い

答

　本 孝寿議員
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那
須
　
白
水
台
地
に
お
け
る

農
業
用
水
の
確
保
は
で
き
る

の
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
方
法

で
い
つ
頃
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
か
。

農
政
課
長
　
深
迫
ダ
ム
へ
の

用
水
供
給
は
冬
季
に
お
こ
な
う

の
で
、
十
分
供
給
で
き
る
。
既

に
安
定
し
た
確
保
に
向
け
災
害

復
旧
関
連
で
、
井
戸
に
よ
る
復

旧
水
の
申
請
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
利
用
に
つ
い
て
は
十
分
な

量
か
は
確
定
し
て
い
な
い
が
、

深
迫
ダ
ム
ま
で
は
新
し
い
水
が

届
い
て
い
る
。

那
須
　
災
害
時
、
特
に
初
期

に
お
け
る
自
助
・
共
助
・
公

助
に
つ
い
て
、
町
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

総
務
課
長
　
公
助
は
十
分
な

対
応
が
で
き
な
い
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
個
人
の
力
で
災

害
に
備
え
る
自
助
と
、
地
域

で
助
け
合
う
共
助
に
よ
る
防

災
力
が
重
要
で
あ
る
。

那
須
　
自
助
の
重
要
性
を
ど

の
よ
う
に
し
て
町
民
に
周
知

す
る
の
か
。

総
務
課
長

　

啓
発
を
行
う

と
共
に
、
今

後
の
地
域
防

災
計
画
に
取

り
入
れ
、
周

知
に
努
め
る
。

那
須
　
登
下
校
時
の
災
害
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
指
導

し
て
い
る
か
。

教
育
次
長
　
１
番
目
に
低
い

姿
勢
を
と
る
、
２
番
目
に
頭

を
守
る
、
３
番
目
に
動
か
な

い
、
と
言
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ア

ウ
ト
訓
練
を
し
て
い
る
。
ま

た
、
保
護
者
へ
の
児
童
・
生

徒
の
引
き
渡
し
訓
練
も
お
こ

な
っ
て
い
る
。

那
須
　
人
と
は
係
わ
り
た
く

な
い
、
避
難
所
は
煩
わ
し
い

と
思
う
人
た
ち
が
増
え
て
い

る
昨
今
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
お
け
る
共
助
の
促
進

を
ど
う
図
っ
て
い
く
の
か
。

総
務
課
長
　
自
治
会
の
取
り

組
み
を
、
全
町
的
に
広
げ
て

い
く
。
防
災
面
で
は
、
炊
き

出
し
訓
練
、
地
域
リ
ー
ダ
ー

育
成
、
防
災
指
針
の
育
成
を

図
る
。
共
助
に
お
い
て
は
、

今
後
の
地
域
防
災
計
画
に
取

り
入
れ
、
周
知
し
て
い
く
。

那
須
　
支
援
物
資
が
適
時
に

届
か
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け

今
後
、
国
や
県
と
ど
の
よ
う

に
連
携
し
て
い
く
の
か
。

総
務
課
長
　
現
在
、
国
に
お

い
て
は
配
分
シ
ス
テ
ム
の
構

築
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
成
果
を
見
、
町
の
課
題

を
加
味
し
て
地
域
防
災
の
中

で
位
置
づ
け
し
て
い
く
。

那
須
　
研
修
先
の
３
市
町
と

も
他
市
町
と
の
災
害
時
相
互

応
援
協
定
を
結
ん
で
い
る

が
、
町
は
今
後
そ
の
よ
う
な

考
え
は
な
い
か
。

総
務
課
長
　
今
回
、
複
数
の

交
通
手
段
が
重
要
だ
と
認
識

し
た
。
現
在
、
空
港
所
在
都

市
で
あ
る
大
阪
府
豊
中
市
と

協
定
締
結
を
考
え
て
い
る
。

　〈
そ
の
他
の
質
問
〉

○
児
童
・
生
徒
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害
）
へ
の
対
応
は
。

○
総
合
体
育
館
建
設
は
。

上
井
手
・
下
井
手
・
そ
の
支
川
井
手
の
復
旧
工
事
の

進
捗
状
況
と
、そ
れ
は
い
つ
利
用
で
き
る
の
か

那須眞理子議員

全
て
平
成
29
年
の
３
月
末
で
完
了
予
定
で
あ
り
、

４
月
に
は
例
年
並
み
の
通
水
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
月
６
日
時
点
）

答

小
林
　
熊
本
地
震
義
援
金
の

配
分
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
検
討
し
て
い
る
の
か
。
益
城

町
な
ど
で
は
、「
一
部
損
壊
」

に
５
万
円
の
義
援
金
が
配
分

さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
９

月
議
会
で
も
「
一
部
損
壊
」

世
帯
へ
の
支
援
を
求
め
て
き
た

が
、
町
の
考
え
は
ど
う
か
。

約
２
千
万
円
の
義
援
金

福
祉
生
活
部
長
　
町
の
義
援

金
は
、
限
ら
れ
て
い
る
。
近

隣
町
村
の
動
向
も
把
握
し
な

が
ら
決
定
し
た
い
。

特
別
措
置
法
で
の
対
策
を

小
林
　
私
は
、
熊
本
地
震
の

対
策
に
つ
い
て
は
、
国
の
特
別

措
置
法
の
設
置
が
必
要
だ
と

考
え
る
。
自
治
体
の
負
担
軽

減
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。

全
額
国
庫
補
助
の
特
別
立
法

を
国
・
県
に
求
め
る
た
め
、

昨
年
11
月
に
は
、
県
へ
の
申
し

入
れ
も
行
っ
た
が
、
今
後
と

も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

西
小
校
区
の
学
童
保
育
は

小
林
　
菊
陽
西
小
校
区
の
学

童
保
育
の
建
設
計
画
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

学
童
施
設
　
新
た
に
建
設

子
育
て
支
援
課
長

　放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
利
用
希
望

児
童
が
増
え
続
け
て
い
る
。

昨
年
４
月
か
ら
、
三
里
木
町

民
セ
ン
タ
ー
の
一
室
を
使
用

し
て
い
る
が
、
今
後
さ
ら
に

利
用
希
望
が
増
加
す
る
見
込

み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、 

Ｈ

28
年
、
29
年
で
専
用
施
設
を

整
備
す
る
計
画
で
あ
る
。
学

校
用
地
に
鉄
骨
造
二
階
建
て
、

全
体
で
１
０
０
人
規
模
の
受

け
皿
を
確
保
し
、 

Ｈ
30
年
４

月
に
開
所
予
定
で
あ
る
。

（
中
部
小
に
つ
い
て
も
、
１

０
０
人
規
模
の
施
設
を
建
設

す
る
計
画
で
あ
る
。）

保
育
所
の
民
営
化
は

小
林
　
私
は
、
公
立
保
育
所

は
、
地
域
の
保
育
水
準
を
規

定
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、

障
が
い
児
保
育
や
発
達
障
が

い
児
へ
の
支
援
な
ど
の
役
割

も
大
き
い
。
ま
た
、
子
ど
も

の
貧
困
が
社
会
問
題
に
な
っ

て
お
り
、
自
治
体
と
し
て
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
で
あ
る
。
保
護
者
や
地

域
の
方
は
、
ど
こ
が
民
営
化

に
な
る
の
か
不
安
を
感
じ
て

い
る
。
て
い
ね
い
な
説
明
が

必
要
で
は
な
い
か
。

子
育
て
支
援
課
長
　
ど
こ
を

民
間
に
移
行
す
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
審
議
会
で
は

検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

熊
本
地
震
一
部
損
壊
世
帯
へ
の
支
援
を

小林久美子議員

被
災
者
の
状
況
を
考
え
配
分
基
準
を
検
討

答
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菊陽町議会

熊本地震災害復興支援特別委員会行政視察報告
平成 28 年 10 月 19 日（水）～21 日（金）

研修先　宮城県白石市・宮城県利府町・宮城県東松島市

サブ
テーマ

震災から半年、復旧、
　　　　　　    復興への道のり

①地域コミュニティの活性化
②自助、共助、公助の機能充実と住民、地域、行政の連携
③復旧、復興に向けての議会の関わり

参加した議員の感想

○意義のある研修だった。東日本大震災から５年を迎えてもまだ道半ばの
感があった。復興計画等の差異はないが、地域や人の動かし方、庁舎の
利用、議会との関係など学ぶべきところが多い。私たちも今回の震災を
機に自主防災意識を高め、共助による避難所運営や初動時対応など復興
と再生に向けて取り組みたい。

○東日本大震災の前に起きた震度６弱の局部的地震の反省を活かして、対
策を取ってきたことが伺えた。それでも、白石市はライフラインと通信、
運搬のためのガソリンを入手できない事態は、想定できない事態ではな
かったか。そんな中、住民の確認作業には、時間的な制約と盗難の恐れ
がある中で、人命を優先し「安心フラッグ」を利用して素早く対応した。

○東松島市の姿が地方自治体の在り方、復興の在り方の象徴的な姿である
と思った。市民と議会と執行部の在り方が集約されている。災害時であれ、
通常時であれ、我々のめざすべきものがなにであるかが 浮かび上がって
くる。白石市も利府町もおそらくは東北の他の自治体もこの道の線上を
進んでいると推測される。復旧復興策を探る過程はその自治体のあるべ
き姿の追求と重なっていると思った。なお一つ付け加えれば、いずれの
自治体も福島第一原発とは一定の距離にありながらも、放射能への恐怖
が日常の底の底にあると感じた。放射能の制御は現在の人類の手にはお
えない。南に川内原発、北に玄海原発を控えた我々はこの問題をも直視
しなければならないと思った。

しろいし

視察を通じて、災害に強いまちづくりに向けて議会としても取り組む決意を新たにした。

利府町議会

復興事業のようす（東松島市）

被災した野蒜駅（東松島市）
のびる
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平成28年熊本地震関連
厚生労働省に要望活動

日時 12／11（日）９：00～10：00

場所 仮設住宅の集会所「みんなの家」

参加者 住民13人　議員6人

【いただいた意見】
○20世帯へ一斉に連絡する方法がほしい。
○カギ渡しは７月６日に行われ、８月頃には 18 世
帯、現在では 20世帯全員が入居している。
○入居してもしばらくは、家の片づけをおこなう
必要があり二重生活を余儀なくされた。
○10月に「みんなの家」ができてから、少しずつではあるがコミュニケーションが取れ始めてきた。
今後のコミュニケーションづくりが一つの課題でもある。
○家を建てたくても建てられない人がいる。
○仮設住宅の利用期間は 2 年間となっているために、みなし仮設住宅利用の人も含めて、災害公営
住宅の必要性について検討してもらいたい。
○団地から出るときの車の一旦停止の徹底と可能であれば白線を引いてほしい。
○団地北側のＬ路の道路を走る車のスピードを抑えられないか。
○部屋にも換気扇をつけてほしい。カビが発生する。

　平成 28 年 10 月 21 日（金）に平成 28 年熊
本地震災害復興支援特別委員会と町執行部は、厚
生労働省に下記の要望書を提出した。

〇損壊した大型共同作業所の創造的復興への支援
〇損壊した地域改善対策教育集会所の創造的な改良
復旧事業への支援

仮設住宅の方々との意見交換会
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《
事
前
の
質
問
事
項

　
　
　
　に
対
す
る
回
答
》

◎
辞
職
勧
告
さ
れ
た
議
員
に

つ
い
て
は
、
条
例
を
変
え
よ

う
が
、
何
を
し
て
も
辞
め
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昨

年
６
月
に
は
飲
酒
運
転
撲
滅

に
関
す
る
決
議
案
を
全
会
一

致
で
可
決
し
た
。
内
容
と
し

て
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
、

今
後
、
飲
酒
運
転
が
あ
っ
た

際
に
は
自
主
的
に
辞
職
す
る
。

　
ま
た
、
酒
気
を
帯
び
て
議

場
に
入
ろ
う
と
し
た
際
は
議

長
が
退
席
を
命
じ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

◎
議
員
定
数
の
削
減
に
つ
い

て
、
菊
陽
町
の
議
員
定
数
は

Ｈ
18
年
６
月
の
議
会
で
定
数

を
20
か
ら
18
に
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
に
関
し
て
は
、
そ

の
後
人
口
も
増
え
て
お
り
、

定
数
が
適
正
な
の
か
、
検
討

し
て
い
き
た
い
。

◎
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、

私
共
は
使
途
を
限
定
し
て
お

り
、一
部
に
し
か
使
え
な
い
。

収
支
報
告
書
の
作
成
を
し
て

お
り
、
ど
な
た
も
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
。

◎
震
災
時
の
議
会
の
初
動
に

つ
い
て
、
ご
質
問
を
い
た
だ

い
て
い
る
。
ま
ず
は
地
域
に

戻
っ
て
と
い
う
こ
と
で
、
地

元
で
の
活
動
を
各
々
で
お
こ

な
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
刻
一
刻
と
状
況
が
変
わ

る
中
で
、
そ
れ
を
皆
様
に
お

伝
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
議

会
の
活
動
が
見
え
な
か
っ
た

部
分
も
あ
っ
た
と
思
う
。

　
６
月
２
日
の
議
会
で
、
復

興
支
援
特
別
委
員
会
を
作
っ

た
。
議
会
と
し
て
も
皆
さ
ん

と
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、

町
の
復
興
計
画
に
提
言
を
し

て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。

《
質
疑
応
答
》

Ｑ
　
政
務
活
動
費
の
消
化
率

は
何
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
か
。

Ａ
　
32
％
ほ
ど
の
執
行
だ
っ

た
。
今
年
は
地
震
も
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
使
用
し
て
い
な
い

と
思
う
。

Ｑ
　
菊
陽
町
で
飲
酒
運
転
撲

滅
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
坂
本
秀
則
議
員
は

１
回
で
は
な
く
、
８
年
も
ア

ル
コ
ー
ル
で
問
題
行
動
が

あ
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。

な
ぜ
何
も
で
き
な
い
の
か
。

Ａ
　
法
律
上
、
辞
め
さ
せ
る

こ
と
も
制
限
も
で
き
な
い
。

坂
本
秀
則
議
員
　
申
し
訳
な

く
思
っ
て
い
る
。
議
員
活
動

に
邁
進
し
た
い
。

Ｑ
　
こ
れ
か
ら
飲
酒
運
転
を

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば

即
辞
職
な
ど
の
ケ
ジ
メ
で
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
飲
酒
運
転
撲
滅
に
関
す

る
決
議
案
を
全
会
一
致
で
可

決
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在

の
議
員
だ
け
で
な
く
、
こ
れ

か
ら
の
菊
陽
町
議
会
を
縛
る

も
の
で
あ
る
。

Ｑ
　
長
い
期
間
、
酒
の
匂
い

が
し
た
状
態
で
議
場
に
来
て

い
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の

間
、
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
れ

て
き
た
の
か
。

Ａ
　（
３
人
の
議
員
よ
り
）

●
注
意
不
足
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
指
導
は
し
て

き
た
つ
も
り
。

●
何
度
も
注
意
し
て
き
た

が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
議

会
と
し
て
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
反
省
し
て
い
る
。

●
酒
臭
い
状
態
が
多
か
っ

た
。
注
意
す
る
と
そ
の
度
に

「
わ
か
っ
た
。
も
う
二
度
と
し

な
い
」
と
言
っ
て
い
た
が
ず
っ

と
繰
り
返
し
だ
っ
た
。

Ｑ
　
震
災
が
起
こ
っ
た
ら
、

議
員
は
自
主
的
に
自
分
た
ち

の
地
域
で
活
動
す
る
と
聞
い

た
が
、
地
域
に
議
員
が
い
な

い
と
こ
ろ
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
か
。
各
地
域
に
話
を
聞

い
て
回
る
な
ど
し
て
も
ら
い

た
い
。
議
員
は
、
地
域
で
選

ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
全
体

の
奉
仕
者
で
あ
る
は
ず
。
議

員
は
町
全
体
の
こ
と
を
考
え

て
ほ
し
い
。

Ａ
　
18
人
の
議
員
が
お
り
、

各
々
が
様
々
な
形
で
し
っ
か

り
と
や
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
発
災
直
後
に
議
員
が
表

に
出
す
ぎ
る
と
、
執
行
部
と

の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に

な
っ
て
し
ま
う
。
復
興
に
つ

い
て
も
、
町
長
が
執
行
権
を

も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
の

で
、
そ
こ
を
超
え
て
し
ま
う

と
混
乱
を
招
く
。
災
害
の
際

に
お
い
て
の
、
議
会
の
立
ち

位
置
と
い
う
の
は
大
変
難
し

い
。
皆
さ
ん
全
て
が
満
足
で

き
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な

い
。
行
政
が
先
に
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
。

　
６
月
に
特
別
委
員
会
を
立

ち
上
げ
、
町
は
復
興
計
画
を
策

定
し
て
い
る
。
町
の
策
定
す
る

復
興
計
画
に
、
で
き
る
範
囲
で

私
た
ち
の
考
え
も
入
れ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
　
自
主
解
体
は
12
月
15
日

が
期
限
。
も
う
少
し
期
間
を

長
く
し
て
も
ら
い
た
い
。

Ａ
　
解
体
に
関
す
る
期
間
に

つ
い
て
、
よ
そ
の
町
で
で
き

て
菊
陽
町
に
で
き
な
い
こ
と

は
な
い
と
思
う
。
し
っ
か
り

と
町
に
話
を
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
　
災
害
発
生
時
の
議
員
の

動
き
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
が

決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
だ
と
思
う
。
要
望
等
を
執

行
部
に
伝
え
て
も
ら
え
る
よ

う
な
役
割
決
め
を
し
て
お
く

べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
ル
ー
ル
が
決
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
た
め
に
、
お
叱
り

を
受
け
て
い
る
の
は
当
然
と

思
っ
て
い
る
。
今
検
討
し
て

い
る
の
は
、
町
は
災
害
対
策

本
部
、
議
会
は
災
害
対
策
支

援
本
部
。
議
会
は
支
援
本
部

と
し
て
、
町
の
災
害
対
策
本

部
を
支
援
す
る
。
そ
の
時
に

大
切
な
の
が
、
区
長
さ
ん
と

の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
つ
く
る
こ

と
が
必
要
と
思
っ
て
い
る
。

組
織
と
し
て
ど
う
動
く
の
か

を
決
め
て
皆
様
に
お
伝
え
し

た
い
。

Ｑ
　
県
の
復
興
予
算
の
分
配

に
つ
い
て
、
菊
陽
町
に
あ
る

神
社
や
お
寺
の
修
復
に
も
予

算
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
。

Ａ
　
研
修
で
２
市
１
町
を

回
っ
て
き
た
が
、
神
社
・
お

寺
は
対
象
外
だ
っ
た
。
熊
本

県
に
お
い
て
も
、
国
宝
等
以

外
は
対
象
外
で
あ
る
が
、
で

き
る
だ
け
取
り
組
ん
で
努
力

し
て
い
き
た
い
。

き
び
し
い
指
摘
〜
区
長
会
と
議
会
の

　
　
　
　意
見
交
換
会
〜

　
Ｈ
28
年
10
月
24
日
、
光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー
キ
ャ
ロ
ッ
ピ
ア
会
議
室
に
て
、
区
長
会
と
議

会
と
の
意
見
交
換
会
が
行
わ
れ
た
。
区
長
37
人
、
議
員
18
人
、
役
場
職
員
２
人
が
出
席
。

　
熊
本
地
震
後
、
初
め
て
の
意
見
交
換
会
で
あ
っ
た
が
、
地
震
へ
の
対
応
以
外
に
飲
酒
運
転

問
題
に
関
す
る
質
問
が
多
か
っ
た
。

　
前
半
は
、
事
前
に
い
た
だ
い
た
質
問
に
対
し
て
議
長
が
答
え
、
そ
の
後
、
質
疑
応
答
と
い

う
流
れ
で
進
行
し
た
。

　
以
下
そ
の
概
略
を
示
す
。
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災
害
に
関
す
る
研
修
受
入

今
後
の
災
害
に
向
け
真
剣
に

　
昨
年
、
10
月
18
日
に
福
岡

県
糟
屋
郡
新
宮
町
の
総
務
常

任
委
員
会
及
び
議
長
、
事
務

局
員
の
皆
さ
ん
が
、
本
町
議

会
を
訪
れ
た
。

　
目
的
と
し
て
は
、
平
成
28

年
熊
本
地
震
で
の
議
会
と
し

て
の
対
応
に
つ
い
て
等
に
関

す
る
情
報
収
集
及
び
意
見
交

換
で
あ
っ
た
。

　
新
宮
町
は
、Ｈ
17
年
３
月

に
発
生
し
た
、
福
岡
西
方
沖

地
震
や
熊
本
地
震
を
教
訓
と

し
て
、
議
会
災
害
対
応
連
絡

会
議
設
置
要
綱
及
び
議
会
災

害
対
応
指
針
を
Ｈ
28
年
６
月

に
策
定
し
た
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、
震
度
５

強
、
震
度
６
弱
を
記
録
し
た

熊
本
地
震
の
本
町
議
会
及
び

各
議
員
の
対
応
や
行
動
、
支

援
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
を

お
こ
な
っ
た
。

　
新
宮
町
は
、
福
岡
市
に
隣

接
し
、
２
０
１
５
年
国
勢
調

査
で
は
全
国
で
人
口
増
加
率

第
１
位
を
記
録
し
て
い
る
。

本
町
と
の
類
似
点
か
ら
、
共

通
の
課
題
に
つ
い
て
経
験
に

基
づ
く
意
見
、
改
善
策
に
つ

い
て
、
議
会
、
議
員
の
大
規

模
災
害
時
の
役
割
な
ど
の
確

認
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
玄
界
灘
に
面
し
て

い
る
地
域
も
あ
る
た
め
、
地

震
に
よ
る
津
波
に
関
す
る
意

見
も
出
さ
れ
た
。

　
本
町
議
員
か
ら
は
、
防
災

セ
ン
タ
ー
視
察
や
ク
ロ
ス

ロ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
紹
介
な
ど

が
あ
り
、
お
互
い
真
剣
に
災

害
に
関
す
る
議
論
を
お
こ

な
っ
た
。

新
宮
町

　
昨
年
、
10
月
26
日
に
鹿
児

島
県
熊
毛
郡
屋
久
島
町
の
総

務
常
任
委
員
会
及
び
議
長
、

事
務
局
員
の
皆
さ
ん
が
、
本

町
議
会
を
訪
れ
た
。

　
こ
の
度
の
災
害
で
は
、
姉

妹
都
市
で
あ
る
屋
久
島
町
の

皆
さ
ん
か
ら
、
本
町
は
、
多

く
の
お
見
舞
い
の
言
葉
や
支

援
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
対
応
と
し
て
は
、
災
害
対

策
本
部
か
ら
副
町
長
、
総
務

部
長
も
出
席
し
た
。

　
平
成
28
年
熊
本
地
震
の
県

全
体
の
状
況
説
明
、
そ
の
後

に
本
町
の
被
害
状
況
、
避
難

状
況
、
家
屋
被
害
認
定
状

況
、
復
旧
・
復
興
に
向
け
た

取
り
組
み
の
詳
細
な
内
容
を

説
明
し
た
。

　
そ
の
後
、
屋
久
島
町
議
員

か
ら
は
、
大
規
模
災
害
時

は
、
緊
急
避
難
及
び
避
難
所

生
活
を
含
め
、
近
隣
自
治
体

と
の
連
携
、
協
力
が
必
要
で

あ
る
と
の
意
見
も
だ
さ
れ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
過
去
の

水
害
の
例
を
交
え
て
、
本
町

の
考
え
方
を
副
町
長
が
回
答

し
た
。
屋
久
島
町
議
員
か
ら

は
、
今
後
に
予
測
さ
れ
る
大

規
模
災
害
へ
の
備
え
と
し
て

の
質
問
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
本
町
は
避

難
所
の
安
全
性
の
強
化
、
正

確
な
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の

構
築
に
つ
い
て
、
災
害
時
要

援
護
者
の
安
否
確
認
の
手
段

に
つ
い
て
課
題
に
対
す
る
考

え
を
示
し
た
。

　
屋
久
島
町
で
は
、Ｈ
27
年

５
月
に
口
永
良
部
島
（
く
ち

の
え
ら
ぶ
じ
ま
）
新
岳
の
爆

発
的
噴
火
と
い
う
災
害
に
遭

遇
し
て
い
る
。

　
こ
の
度
、
広
報
特
別
委
員

会
が
作
成
し
て
い
る
、「
菊

陽
町
議
会
だ
よ
り
　
き
く
よ

う
」
が
第
十
三
回
熊
本
県
町

村
議
会
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
に

お
い
て
、
特
選
の
次
で
あ
る

入
選
を
受
賞
し
ま
し
た
。（
今

回
、
コ
ン
ク
ー
ル
参
加
26
団

体
）

　
過
去
に
は
、
特
別
賞
（
企

画
賞
）
を
受
賞
し
て
い
ま
す

が
、
総
合
得
点
で
は
、
特
選

と
の
僅
差
で
あ
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。

　
多
く
の
町
民
の
皆
さ
ん
へ

議
会
の
活
動
報
告
、
議
会
で

の
議
決
事
件
、
一
般
質
問
な

ど
を
メ
イ
ン
に
掲
載
し
、
細

か
い
と
こ
ろ
に
様
々
な
工
夫

を
し
て
い
ま
す
。（
題
字
、

特
集
、
マ
イ
タ
ウ
ン
な
ど
）

　
議
員
６
人
で
意
見
を
出
し

合
い
、
校
閲
に
時
間
を
か
け

て
作
成
を
し
て
い
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
情
報
を

提
供
す
る
ツ
ー
ル
は
、
増
え

て
い
ま
す
が
、
正
し
い
情
報

を
皆
さ
ん
に
解
り
や
す
く
伝

え
る
よ
う
に
、
今
後
も
努
め

て
い
き
ま
す
。

屋
久
島
町

表
彰
さ
れ
ま
し
た

主な内容
Ｐ２
Ｐ３～５
Ｐ６
Ｐ７～10
Ｐ11
Ｐ12～13
Ｐ14

各議員今年の抱負 ……………………
議案審議結果及び賛否表 …………
常任委員会報告………………………
一般質問 ………………………………
もみじ園民営化………………………
意見交換会（区長会・町民）……………
マイタウン……………………………

菊陽町議会フェイスブック
携帯電話で上記の 2次元コード
を読み取るとアクセスできます。

2016.２

No.87 （題字：菊陽中学校　３年　朝比 里緒菜さん）（題字：菊陽中学校　３年　朝比 里緒菜さん）

主な内容
Ｐ ２・ ３
Ｐ ４・ ５
Ｐ ６～ ８
Ｐ ９～12
Ｐ12～13
Ｐ14

平成28年度予算・平成27年度補正予算等…
6月議会提出議案・各議員の賛否一覧表…
各常任委員会報告…………………………
一般質問 ……………………………………
資格審査・発議・研修等……………………
政務活動費支出状況………………………

菊陽町議会フェイスブック
携帯電話で上記の 2次元コード
を読み取るとアクセスできます。

2016.６

No.88 （題字：武蔵ヶ丘中学校　下釜　怜華さん）（題字：武蔵ヶ丘中学校　下釜　怜華さん）

入
選
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収穫まっ只中

昨年11月～12月の気温が高かったため人参が
大きくならず、小さい物は畑で廃棄されている
んだって。
農業って本当に大変だよね。

北風がピューピュー吹きとても寒い日でした。
それでもどんどやの火は今年こそはとの願い
を込めてまっ赤に燃え上がりました。
みんなに沢山幸せが訪れますように。

「早く焼けないかなー
ママ、パパ、もう食べていい？」
子供たちの声があちこちで飛び
かっていました。

収穫された人参の行先。ＪＡは関西へ、個人の
所は全国へ出荷されています。

とっても評判がいいんだって。今年も美味しい
人参を作って下さいね。

人参の産地菊陽

鉄砲小路地区＜どんどや＞
１月15日（日）に開催

どんどやは無病息災を祈っておこなわれます。
鉄砲小路区では、伝統行事として毎年おこなわれています。
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ありがとうございました
災害時緊急対応をされた皆様　特集②

菊陽町議会だより　平成29年２月第90号　発行 〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町議会　編集 議会広報特別委員会 ☎（096）232-4919

３月議会の開会日は、３月１日(水）の予定です。

表紙の紹介表紙の紹介

出初式
　幼年消防クラブ(武蔵ヶ丘第二保育園）の分列行進の風景

　今回は、自衛隊と協力し、避難されている方々に
届ける、おにぎり作りのボランティアをしてください
ました「防災ボランティア菊陽すぎなみ」の川端フジ
ノさんにお話を聴きました。
おにぎり作りはどのように依頼されたのですか。
　本震（16日）の早朝、自衛隊と協力して、おにぎり
作りをしてほしいとの依頼が社会福祉協議会から
ありました。
　菊陽町役場と西部支所（キャロッピア）の２ヵ所
でおこなわれました。私たち18人は役場で、昼、夜
のおにぎり作りを協力しました。
大変な仕事だったとは思いますが、どのようなこと
に気を付けたか、聞かせてください。
　特に衛生面には気をつけました。
　滅菌手袋、アルコール消毒それから作業終了後は、
机の消毒を必ずしました。
気になったこと、うれしかった話はありませんか。
　心配したことは、この活動がいつまで続くのかわ
からなかったことです。
　ありがたいと思ったことは、防災ボランティアのメ
ンバーがすぐにかけつけて、おにぎり作りを手伝っ
てくれたことです。その方々の家にも大なり小なり
被害があったと思います。そして、今まで防災のこと
を勉強したことが役にたって良かったと言っていた
こともうれしかったことです。

議
会
か
ら
の
お
願
い

　
議
会
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た
め
、
腕
章
を
着
用
し
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議

会
議
員
が
写
真
撮
影
に
伺
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
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会
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よ
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再
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て
い
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　「
新
」
の
字
を
分
解
す
る
と
、「
立
木
を
斤
る
」
と

な
り
ま
す
。
立
ち
木
を
切
る
と
、
そ
の
切
り
口
か
ら

樹
液
が
沁
み
出
し
て
、
馥
郁
と
し
た
香
を
漂
わ
せ
ま

す
。
新
た
な
年
は
ぜ
ひ
そ
う
い
う
さ
わ
や
か
な
門
出

で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
議
会
だ
よ
り
第
90
号
を
お
届
け
い
た
し
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、「
町
民
目
線
で
、
読
み
や
す
い
議

会
だ
よ
り
」
を
合
い
言
葉
に
編
集
委
員
一
同
心
を
砕

い
て
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
、
昨
年
度
は
県
下
町
村

議
会
の
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
で
第
２
位
の
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
特
に
、
一
期
生
、

二
期
生
の
新
鮮
な
視
点
と
編
集
に
対
す
る
熱
意
が

実
っ
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

　
編
集
作
業
は
、
幅
広
い
知
識
と
粘
り
強
さ
と
取
材

に
関
わ
る
行
動
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
れ
ら
に
一

層
の
磨
き
を
か
け
、
今
年
は
特
選
を
め
ざ
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　総合体育館の建設はどうなるのかと
思い、傍聴に行きました。町長の答弁
を聞いて町体育館の補修の話しばかり
で残念でした。地震の後で、いろんな
修理は必要だとは思いますが、総合体
育館を望む声がたくさんあることはわ
かって欲しいです。

50代　女性　久保田地区

　部活動がどうなるのか心配です。
子どもたちの環境が変わることにつ
いて、すごく心配しています。町の
体育館が早く使えるようにしてほし
いです。
　議場の中の壁が地震で結構ヒビが
入っているのでびっくりしました。

50代　女性　武蔵ヶ丘

くわしい日程については、議会事務局　096-232-4919 にお問い合わせ下さい。

傍聴者の声

き
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